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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) 4,802,057 6,513,466 8,683,488 10,006,101 11,565,971

経常利益 (千円) 1,059,480 1,714,898 2,309,512 2,018,024 432,436

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 686,269 1,260,112 1,726,894 1,413,468 275,397

包括利益 (千円) 682,424 1,262,552 1,729,625 1,413,609 276,472

純資産額 (千円) 1,492,338 4,046,873 6,037,288 6,998,656 6,898,593

総資産額 (千円) 2,819,344 5,414,923 8,199,474 8,526,196 10,255,867

１株当たり純資産額 (円) 91.90 229.47 324.82 378.77 364.64

１株当たり当期純利益 (円) 42.96 76.61 97.35 79.78 15.89

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － 73.07 96.50 79.02 15.74

自己資本比率 (％) 52.7 74.6 70.5 76.9 61.6

自己資本利益率 (％) 60.9 45.6 35.2 22.9 4.3

株価収益率 (倍) － 18.1 14.7 12.4 34.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 623,774 1,203,079 1,822,117 1,194,851 196,159

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △179,061 △113,450 △94,238 △275,933 △952,054

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 59,885 1,131,226 376,818 △1,014,917 199,631

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 1,639,503 3,860,506 5,965,579 5,872,171 5,317,442

従業員数
(人)

242 294 352 408 529
(外、平均臨時
雇用者数) (24) (26) (26) (26) (26)

 

(注) １．第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．第17期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

３．当社は、2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月10日付で普通株式１株につき10株の割合で

株式分割を行っており、2022年７月13日開催の取締役会決議により、2022年８月19日付で普通株式１株につ

き200株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が第17期の期首に行われたと仮定して、１株当

たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

４．第18期、第19期、第20期の従業員数が前連結会計年度に比べそれぞれ52名、58名、56名増加したのは、業容

の拡大に伴う増員等によるものであり、第21期における従業員数の大幅な増加は、株式会社ASANOの連結子

会社化によるものです。

５．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年

改正会計基準」という。)等を第20期の期首から適用しており、第19期に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については

第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第28号　2022年10月28日)については第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いを

適用しております。この結果、第20期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。

６．従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
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向者を含む。)であり、臨時雇用者数(派遣社員、契約社員、アルバイト、インターンを含む。)は、年間の

平均人員を(　)外数で記載しております。

７．当社は、2022年12月23日に東京証券取引所グロース市場へ上場したため、第18期の潜在株式調整後１株当た

り当期純利益は、新規上場日から第18期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しておりま

す。

８．第21期における売上高及び総資産額の大幅な増加は、株式会社ASANOの連結子会社化によるものです。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (千円) 4,672,743 6,383,824 8,541,126 9,850,500 8,686,513

経常利益 (千円) 1,023,481 1,684,965 2,271,488 2,032,101 556,834

当期純利益 (千円) 666,477 1,242,222 1,702,837 1,429,907 314,582

資本金 (千円) 115,000 760,991 773,241 774,486 779,201

発行済株式総数 (株) 80,900 17,598,100 17,794,100 17,806,600 17,837,600

純資産額 (千円) 1,434,458 3,968,664 5,953,331 6,930,998 6,869,045

総資産額 (千円) 2,722,771 5,308,352 8,081,707 8,427,850 8,922,680

１株当たり純資産額 (円) 88.65 225.51 320.10 374.86 362.93

１株当たり配当額
(円)

― ― ― 30.00 30.00
(うち１株当たり中間配
当額)

(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 (円) 41.72 75.52 96.00 80.71 18.15

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － 72.03 95.16 79.94 17.98

自己資本比率 (％) 52.7 74.8 70.5 77.0 70.5

自己資本利益率 (％) 61.4 46.0 35.2 23.5 4.9

株価収益率 (倍) － 18.3 14.9 12.2 30.3

配当性向 (％) － － － 37.2 165.2

従業員数
(人)

215 269 322 378 415
(外、平均臨時
雇用者数) (22) (24) (25) (26) (25)

株主総利回り (％) － － 103.2 73.6 44.1

(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％) (－) (－) (141.3) (139.2) (187.4)

最高株価 (円) － 1,996 2,478 1,975 1,037

最低株価 (円) － 1,181 1,168 982 541
 

(注) １．第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．第17期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

３．第18期、第19期、20期及び21期の従業員が前事業年度末に比べそれぞれ54名、53名、56名、37名増加したの

は、業容の拡大に伴う増員等によるものであります。

４．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年

改正会計基準」という。)等を第20期の期首から適用しており、第19期に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については

第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第20期以降に係る主要な経

営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

５．当社は、2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月10日付で普通株式１株につき10株の割合で

株式分割を行っており、2022年７月13日開催の取締役会決議により、2022年８月19日付で普通株式１株につ

き200株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割が第17期の期首に行われたと仮定して、１株当

たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。

６．従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用

者数(派遣社員、契約社員、アルバイト、インターンを含む。)は、年間の平均人員を(　)外数で記載してお

ります。

７．2022年12月23日付をもって東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしましたので、第17期及び第18期

の株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。第19期以降の株主総利回り及び比較指標は、

第18期末を基準として算定しております。
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８．最高株価及び最低株価は2024年９月19日以前は東京証券取引所グロース市場におけるものであり、2024年９

月20日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものです。

なお、2022年12月23日付をもって東京証券取引所グロース市場へ上場したため、それ以前の株価については

記載しておりません。

９．当社は、2022年12月23日に東京証券取引所グロース市場へ上場したため、第18期の潜在株式調整後１株当た

り当期純利益は、新規上場日から第18期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しておりま

す。

10．第20期の１株当たり配当額には、創立20周年記念配当20円を含んでおります。

11．第21期の１株当たり配当額30円のうち、期末配当30円については、2026年６月23日開催予定の定時株主総会

の決議事項になっております。
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２ 【沿革】
 

年月 概要

2005年７月 東京都港区六本木においてインターネットウェブコンテンツ開発会社として、資本金1,000万円

で当社を設立

2006年２月 本社を東京都渋谷区神南に移転

2006年８月 愛知県名古屋市中区に名古屋支店開設

2006年12月 本社を東京都渋谷区宇田川町に移転

2009年３月 大阪府大阪市中央区に大阪支店開設

2010年４月 福岡県福岡市中央区に福岡支店開設

2012年12月 ウェブサイトのコーディング業務を担う日本向けオフショア開発拠点として中国・大連に智樹

(大連)技術開発有限公司を設立

2013年７月 沖縄県那覇市に沖縄営業所開設

2014年６月 plimo(レスポンシブ対応GENOVA CMS)サービス提供開始

2017年８月 Medical DOC(医療情報サイト)サービス提供開始

2017年８月 NOMOCa-Stand(スマート簡易自動精算機/再来受付機)、NOMOCa-Regi(医療機関・診療所専用セル

フ精算レジ)サービス提供開始

2018年３月 北海道札幌市中央区に札幌営業所開設

2018年５月 ウェブサイト制作サービスの収益性の改善を図るため、当社よりウェブサイトを中心としたweb

マーケティング業務を移管し、株式会社GENOVA DESiGNを設立

2018年12月 株式会社NDPマーケティングとの合弁会社である株式会社GENOVAマーケティングの運営開始

2019年５月 CLINIC BOT(LINEを活用したチャットボットシステム)サービス提供開始

2020年11月 石川県金沢市に金沢営業所開設

2021年３月 株式会社APOSTROと自動受付精算機の製造委託契約締結

2021年９月 本店を東京都渋谷区渋谷に移転

2022年３月 株式会社APOSTRO　自動受付精算機の保守委託契約締結

2022年５月 宮城県仙台市青葉区に仙台営業所開設

2022年12月 東京証券取引所グロース市場に株式を上場

2023年７月 NOMOCa AI chat(AIチャットボットによる自動応答システム)サービス提供開始

2023年11月 株式会社GENOVAマーケティングの事業を株式会社GENOVADESiGNに事業譲渡

2024年２月 株式会社GENOVAマーケティング清算結了

2024年２月 株式会社APOSTRO　自動受付精算機の総販売代理店契約締結

2024年３月 広島県広島市中区に広島営業所開設

2024年４月 京都出張所開設

2024年９月 東京証券取引所プライム市場への市場区分変更

2025年５月  株式会社ADI.Gの歯科関連事業の継承に伴い、100％子会社として株式会社ASANOを設立

2025年５月  病院・クリニック・介護施設に設置できる、チームラボのモニター作品《こびとが住まうキャ

 ンバス》の提供を開始

2025年７月  株式会社ASANOが、グループ会社として歯科流通事業および関連サービス事業を開始

2025年11月 交通系ICカード診察券「マルチ診察券」の提供を開始
 

 

３ 【事業の内容】

当社グループは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションに掲げ、利用者(患者)にとって分かり

やすく情報の信頼性が高いwebメディアを運営するメディカルプラットフォーム事業と、医療機関現場における診療行

為以外の利便性向上や効率化につながるサービスの開発及び提供を行うスマートクリニック事業の２つで構成してお

りましたが、株式会社ASANOの設立及び事業譲受に伴い、当連結会計年度より事業セグメントの区分方法の見直しを行

い、歯科用器械・材料・薬品等の販売を行う歯科流通事業、医療機関向けのDXソリューションの提供を行うDX事業、

医療機関向けのWebサイト制作や、制作したWebサイトの運用保守及び予防医療等に関するサービスの提供を行うその

他事業の５つとなっております。

メディカルプラットフォーム事業は、近年の高齢化に伴う持続的な健康意識の高まりを受け、正しい予防情報や健

康知識を求める人々に医療情報を提供するため、「Medical DOC」(メディカルドック)という自社メディアにおいて、

医師が監修する医療情報記事の掲載や、身近な健康問題への関心を高める啓蒙コンテンツとして、著名人による闘病
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体験記事、未病への取組記事等を配信しております。また、自社メディアへ医療機関の紹介記事を制作するサービス

を提供しております。

「Medical DOC」では利用者が目当ての医療機関を簡単に探すことができるように、全国の医療機関の情報をデータ

ベース化し、地域や診療科目といった区分で容易に検索できるような機能を提供しております。

このように当社グループが運営する医療メディアは、利用者及び医療機関双方にとって有用なサービスとして認識

されており、2026年３月末時点で、医療情報に関する記事数19,184件、月間PV数は約1,674万PVに達しております。

また2026年３月期では、「Medical DOC」に加え、「特化型メディア」を立ち上げました。こちらはより良い医療を

求める利用者(患者)に対して、質の高い医療を受けられるクリニックを選べる医療メディアになっております。

「『価格』や『アクセスの良さ』で選んだクリニックで失敗してしまった」という利用者の声が出ないための医療メ

ディアを目指しており、長年「Medical DOC」を運営してきた実績に基づき、クリニックを運営する先生の経歴・実

績・先生が有する技術・所属学会なども紹介し、ユーザーにより良い医療体験の手助けになるコンテンツを提供して

います。

当社グループは、自社メディアへ医療機関の紹介記事を掲載するための有料記事制作を請け負っており、メディカ

ルプラットフォーム事業の収益源となっております。メディカルプラットフォーム事業は、医療機関に長年サービス

を提供することで培った全国の医療機関との営業接点や、当社メディアの医療広告規制に準拠した記事制作ノウハウ

及び品質管理体制に強みがあります。

スマートクリニック事業は、医療機関現場における診療行為以外の利便性向上や効率化につながるサービスの開発

及び提供を目的に、医療機関向けに「NOMOCa-Stand」(ノモカスタンド)というスマート簡易自動精算機・再来受付機

や「NOMOCa-Regi」(ノモカレジ)というスマートレジを販売しております。

また、ソフトウエア関連のサービスでは、LINE上からの予約や気軽に直接医療機関に問い合わせ予約を行うことの

できる「CLINIC BOT」やクリニック専用に開発された高機能AIチャットボットが利用者(患者)の問い合わせに24時間

自動で回答する新サービス「NOMOCa AI chat」の提供を行なっております。

当社グループは、2026年３月末時点で累計既存顧客数約17,000件(注１)の営業接点があることや、2026年３月期の

既存顧客売上高比率は73.9％(注２)となっていることなど、現場の不満や課題の汲み上げによりサービス改善を行っ

ております。その結果、2026年３月期の当社の主要なサービスの年間契約件数は6,143件に達しております。

 

(注) １．医療機関で契約中、もしくは過去契約実績がある顧客数(法人数)として算出しております。

２．年間契約件数に占める「過去に一度でも取引のある顧客」の割合として算出しております。

 

当社グループが運営する事業は主にメディカルプラットフォーム事業とスマートクリニック事業の２つの事業で構

成されておりましたが、株式会社ASANOの設立及び事業譲受に伴い、当連結会計年度より事業セグメントの区分方法の

見直しを行うことといたしました。その結果、「メディカルプラットフォーム事業」、「スマートクリニック事

業」、「歯科流通事業」、「DX事業」、「その他事業」の５つとなっております。主に以下の５つの主要サービスか

ら成り立っております。
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なお、当社グループは、当社と連結子会社である株式会社ASANO、株式会社GENOVA DESiGN、智樹(大連)技術開発有

限公司の４社で構成されております。従前の株式会社GENOVA マーケティングは、メディカルプラットフォーム事業に

おけるサイトの企画や記事制作の管理等を担っておりましたが、2023年11月に株式会社GENOVA DESiGNに事業譲渡し、

会社清算を実施しております。株式会社GENOVA DESiGNは、上記に加え、その他事業としてウェブサイト制作や運用保

守を担っており、智樹(大連)技術開発有限公司は、その他事業であるウェブサイト制作におけるHTMLコーディング作

業を担っております。加えて、当連結会計年度においては、事業譲渡契約によりグループインした子会社の株式会社

ASANOが2025年７月１日から事業を開始しており、当子会社は「歯科医療の今と未来を繋ぐ」をミッションに掲げ、歯

科医療用機器・器材・材料・薬品等の開発・販売、歯科医院用クラウドサービスの開発・販売の２事業を主に行って

おります。

 

当社グループの各事業の内容

 

(メディカルプラットフォーム事業)

(1) Medical DOC(メディカルドック)：医療メディアサービス

現在の当社グループ主力商品である「Medical DOC」(メディカルドック)は、利用者の不安の解消を目指した医療

メディアです。健康であり続けたい、予防医療や治療医療、自分の病気のことを身近な周りの人に理解してほしい

など、利用者間や利用者と医療従事者の間には大きな情報格差が存在します。そうした情報格差を解消すべく

Medical DOCを運営しております。

 

当社グループが運営するメディアでは、有料にて医療機関の紹介記事の制作を請け負っております。医療機関に

おいては、当社メディアに記事を掲載することにより、立地や医療機関の特長から集めたい患者層に的確にアプ

ローチすることができるメリットがあります。

 

(スマートクリニック事業)

(1) NOMOCa(ノモカ)：業務効率化サービス

スマートクリニック事業の主力サービスであるNOMOCa-Standは医療機関(無床診療所)向けスマート簡易自動精算

機・再来受付機です。電子カルテとの連携など、レセプトコンピュータ(診療報酬を請求するために「レセプト(診

療報酬明細書)」を作成するコンピューターシステム)との連携が可能な仕組みになっており、医療機関に特化した

設計が特徴となっております。少子高齢化により医療機関における働き手の確保が難しくなるなか、医療機関にお

ける受付業務の省力化、効率化を実現するためのサービスとして展開しております。これらの商品は株式会社

APOSTROに製造を委託しており、当社及び販売代理店を通じて商品の販売を行っております。医療機関現場における

利便性向上に資する商品を提供することで事業展開しており、2026年３月末時点で累計導入台数2,911台に達してお

ります。

 

(2) CLINIC BOT：LINEを使ったCRMサービス

当社グループは、LINEを使ったCRMサービスを医療機関に提供しております。従来、LINEの公式アカウントでは、

通知登録を希望されている患者に対して、適宜、情報を一斉案内することはできましたが、患者単位で情報を管理

し、セグメンテーション・ターゲティングをした情報発信はできませんでした。医療機関は、CLINIC BOTを導入す

ることにより、患者に対してターゲティングした情報配信が行えるようになり、また、患者がLINEを通じて直接医

療機関に問い合わせをすることができるようになります。

さらに、患者がLINE上から診療予約を行うことが可能になり、LINEを通じて診察券の機能を付加することができ

るようになるなど、医療機関と患者とのコミュニケーションを円滑にするサービスを提供しております。
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(3) NOMOCa AI chat：AI Chat自動応答システム

当社グループは、クリニック専用に開発された高機能AIチャットボットが利用者(患者)の問い合わせに24時間自

動で回答する新サービスを提供しております。スタッフの代わりに24時間問い合わせに自動対応してくれるので、

利用者(患者)のストレスを減らし、スタッフの電話対応業務などの工数を削減することが可能になります。新たに

分析機能では問い合わせの内容を日別、時間帯別などで細かく分析することで業務の生産性向上につながり、さら

に業務効率化・サービスレベル改善で利用者(患者)の満足度アップも期待できます。

 
名称 概要 特性

NOMOCa-Stand
(ノモカスタンド)
 

 

既に医療機関向けにリリースされてい
る予約システム、レセプトコンピュー
タ、電子カルテシステムと連携が可能
な非対面型の自動精算機・再来受付
機。

受付機能をオプションで付加することがで
き、科目のニーズに応じた運用が可能です。
実際に以下の科目別開発を行ってまいりまし
た。
・整形外科におけるリハビリ運用対応
・診察券のない診療所
・救急対応診療所の夜間無人会計対応
・その他未収金回収対応など

NOMOCa-Regi
(ノモカレジ)
 

 
 

患者自らお金を投入し、窓口会計速度
の向上と会計ミスの防止に役立つ、医
療機関専門の自動会計釣銭機。

保険診療はもちろん、同一施設内における他
法人の物販対応も可能です。またNOMOCa-
Standとの連携や有床診療所対応も可能と
なっております。

 

 

(歯科流通事業)

当社グループは、海外先進メーカーと国内大手とのアライアンスを一段と深化させ、歯科用CT、口腔内スキャ

ナー、AI画像診断といったデジタル診断、3DプリンターやCAD/CAM、治療用レーザー等の精密治療機器、予防・メン

テナンス機器まで高付加価値領域を拡充し、医院の診断精度・治療効率・患者負担軽減を同時実現しています。単

なる機器納入に留まらず、デジタル導入に伴うワークフロー再設計、スタッフ研修、保守・校正を含む長期契約、

ファイナンス提案、開業支援をパッケージ化しており、網羅的なソリューションを提供しております。

 
(DX事業)

当社グループは、医療機関向けのDXソリューションの提供を行っております。具体的には、クラウド型のカルテ

サービス「カルテクラウド」の導入や、予約管理などのクラウド型サービスを提供し、LINEと連携している「クリ

ニッククラウドGR」の導入を加速しております。予約の完全自動化で電話・受付業務を大幅に削減し、24時間の予

約・変更を可能にすることで患者利便性を高めています。導入先では、業務内容の可視化テンプレートを用いて作

業標準化を支援し、権限設計・監査ログにより在宅勤務の可否判断と遠隔運用の統制を担保し、オンボーディング

とeラーニングを強化して導入担当者の不安を解消することで、解約率の低位安定を促進しています。

 
(その他事業)

当社グループは、主に医療機関向けのWebサイト制作や、制作したWebサイトの運用保守及び予防医療等に関する

サービスを提供しております。なお、Webサイト制作は以前の主力サービスであったことから、現在は運用保守や、

既存のお客様からの追加修正等の対応が主な内容となっており、新規の顧客開拓は積極的に行わない方針です。
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［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
割合又は被所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

智樹(大連)技術開発
有限公司

中国遼寧省大連市大連
高新技術産業園区

1,360
千人民元

その他事業 100.0
Webサイトの制作及び運用
保守等の委託

株式会社GENOVA DESiGN 東京都渋谷区 5,000

その他事業

100.0

Webサイトの制作及び運用
保守等の業務委託

メディカルプ
ラットフォー
ム事業

広告運用、管理業務等の受
託

株式会社ASANO 石川県金沢市 50,000
歯科流通事業
DX事業
その他事業

100.0
役員の兼任
資金の貸借
債務保証

 

(注) １.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

　　 ２.当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会

　　　　社GENOVADESiGNを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、2026年４月１日付で吸収合併を行いま

　　　　した。詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事項　（重要な後発事象）」に記載のと

　　　　おりです。

　  ３.株式会社ASANOについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を

超えております。

　　　　　主要な損益情報等 ① 売上高     2,744,124千円

　　　　　　　　　　　　　　② 経常利益    △95,688 〃

　　　　　　　　　　　　　　③ 当期純利益  △24,018 〃

　　　　　　　　　　　　　　④ 純資産額      25,981 〃

　　　　　　　　　　　　　　⑤ 総資産額   2,507,629 〃
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関す

る事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 経営方針

当社グループのミッションは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」であります。医療は人々にとって必

要不可欠な存在でありますが、利用者(患者)が知りたい情報が正確に伝わらず、健康・病気・治療に不安を抱いて

おります。また利用者(患者)と医療従事者は快適な医療体験を求めており医療行為ではない待ち時間、受付業務、

精算業務に不満を抱いております。

当社グループは、メディカルプラットフォーム事業とスマートクリニック事業を通じて、このような不安と不満

の解決を図り、事業譲渡契約によりグループインした子会社の株式会社ASANOの歯科流通事業及びDX事業による歯科

医療用機器・器材・材料・薬品等の開発・販売、歯科医院用クラウドサービスの開発・販売によって社会的な責任

を果たしながら継続的な企業価値の向上に努めてまいります。

 

(2) 経営戦略

当社は以下の４つの項目について注力してまいります。

①　クライアント基盤の更なる拡大

多くの人々に支持されるサービスを背景に、現在のクライアントである医科・歯科診療所シェアの更なる拡大

を目指してまいります。継続的な新規顧客の開拓に加え、過去受注した顧客に対する再販を加速することで更な

る成長を目指します。

 

②　契約件数の拡大

当社グループでは契約件数を重視しており、セグメント別の年間契約件数の増加を目指します。

 

③　人材の採用・育成

顧客開拓及び契約数の増加において欠かせないのがサービスを届ける人材です。積極的な教育投資及び採用投

資を実施してまいります。

 

④　新サービス・新事業の創出

当社グループの各ステークホルダー(利用者＜患者＞、医療機関従業員、医療機関経営者＜医師＞等)の課題解

決を実現するために、新たなサービスの開発を進めてまいります。また、非連続的な成長の創出にも積極的に取

り組むため、外部企業との事業提携も引続き検討し、提供できるサービスのラインアップを拡充いたします。

 

(3) 経営環境

当社グループの事業が対象とする市場は、医療業界における広告市場、医療システム市場および歯科流通市場で

す。当社グループは、医療機関全体で28.6万事業所(注１)を市場全体のターゲットと考えており、そのうち、17.3

万医院(注２)が、現在のサービスで提供可能なターゲット範囲と考えており、大きな開拓余地があると考えており

ます。このような市場環境下において、多くの顧客を獲得するため、当社グループでは営業組織の拡充に取り組ん

でまいりました。

当社グループではメディカルプラットフォーム事業のメインサービスである「Medical DOC」(医療メディア)とス

マートクリニック事業の「NOMOCa Stand、NOMOCa Regi」(自動精算機・再来受付機等)、「CLINIC BOT」(LINEを

使ったCRMサービス)、「NOMOCa AI chat」(電話業務を削減するchatbotサービス)を提供しております。

Medical DOCでは医療機関との適切な患者マッチングを実現すべくサービスを提供しており、全国10つの地域に営

業拠点を展開しております。

NOMOCaシリーズでは医院の業務負荷軽減を目指してサービスを展開しており、全国10つの営業拠点に加え、多く

の代理店網を整備しております。医療機関の業務負荷軽減のニーズは今後益々加速すると考えられ、自社サービス

はもとより、他社サービスと連携することで拡充し、シェア拡大はもちろんのこと、クロスセルによる更なる成長

を目指します。そのような販売体制で、更に薬局や柔道整復の施術所など医療周辺領域においても同様の課題は存
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在するため、当該市場シェアを獲得していくことも将来的な戦略としております。

加えて当連結会計年度においては、事業譲渡契約によりグループインした子会社の株式会社ASANOが2025年７月１

日から事業を開始しており、当子会社は「歯科医療の今と未来を繋ぐ」をミッションに掲げ、歯科医療用機器・器

材・材料・薬品等の開発・販売、歯科医院用クラウドサービスの開発・販売の２事業を主に行っております。

当社として当子会社の事業を開始するにあたり、最適なサプライチェーンの構築とグループのマーケティング・

DX領域との連携により、医療現場の課題解決と新たな価値創出の貢献を目指しております。

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、医療機関と診療所の機能分化・連携等の推進、かかりつけ機

能の普及、医療・介護分野におけるデータ利活用やオンライン化の加速、ＰＨＲ(Personal Health Record：個人の

健康・医療・介護に関する情報)の拡充も含めたデータヘルスオンラインでの健康相談の活用の推進などの対策が政

府により掲げられており、その他にも新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者に対する対策、長期に亘るテレワー

クによる健康状況、メンタルヘルスなどの医療・健康関連の情報ニーズが多岐にわたり、適切な医療情報の発信を

求められています。

 
このような中、「健康・医療・介護」を包摂した医療全般に浸透・普及させるため、厚生労働省や総務省が情報

化推進を行っております。加えて、超高齢化社会、医療・健康関連テクノロジーの変革とともに、健康寿命の増

進・医療資源の配分適正化が求められ、今後さらなる医療・健康産業の市場規模の拡大が見込まれております。

 

 

(注) １．令和４(2022)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況によれば、医科診療所約10.5万件、歯科診療所約6.8

万件となっており、また、令和４年度衛生行政報告例(就業医療関係者)によれば、薬局約6.3万件、柔道整

復の施術所約5.1万件となっており、これらを合算した事業所数として算出しております。

２．現状、当社グループのサービスの提供ターゲットは、歯科診療所、および、医科診療所であります。令和４

(2022)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況によれば、医科診療所約10.5万件、歯科診療所約6.8万件と

なっており、これらを合算した事業所数として算出しております。

３．2018年３月期以降メディカルプラットフォーム事業及びスマートクリニック事業領域のサービスにおいて顧

客とのタッチポイント件数(両事業がスタートしたのが2018年３月期であるため2018年３月期以降としてお

ります)　2025年３月期第３四半期末時点

４．2018年３月期以降メディカルプラットフォーム事業及びスマートクリニック事業領域のサービスを契約いた

だいた顧客数(両事業がスタートしたのが2018年３月期であるため2018年３月期以降としております)
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(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、中長期的な企業価値最大化を目指す上で、売上高、営業利益のほか、成長性と収益性を重視し

ており、売上高成長率、営業利益率を重要な指標としております。具体的には、全国の拠点ごとの顧客数の最大化

を図ると同時に、サービスラインナップの強化を図ることで、「セグメント別の契約件数の増加」に取り組んでま

いります。また、これらを実現するため、営業人員一人当たり売上高(注)についても重要指標として捉えておりま

す。2026年３月期においては、営業人員一人当たり売上高31,587千円、メディカルプラットフォーム事業の年間契

約件数4,627件、スマートクリニック事業の自動受付精算機及びセルフ精算レジは年間契約件数482件、CLINIC BOT

やNOMOCa AI chatを含むソフトウエアサービスは年間契約件数1,117件となっておりますが、これらを最大化するた

めの営業人員の採用、教育、サービスラインナップへの投資を今後も行っていく方針です。

(注)　単体売上高を当社に所属する期初営業人員数と期末営業人員数の平均値で除して算出しています。

 
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

上記を踏まえ、当社グループは以下の項目を優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題として認識しており、

これに対処してまいります。

 
①　既存事業の継続的な成長

持続的な成長を続けるためには、既存事業であるメディカルプラットフォーム事業及びスマートクリニック事

業を通じた医療業界における顧客基盤の拡大、及び、顧客単価の向上が重要であると考えております。既存事業

においては、これまでサービス単価の観点から成約に至っていない層に向けた低単価サービスの企画開発を行う

ことで、顧客数の更なる拡大を目指してまいります。また既存の顧客に対しては、顧客の声を取り入れながら

サービスの改善を行い、顧客満足度の向上やオプションサービス（メディカルプラットフォーム事業では、動画

を組み込んだ記事作成、スマートクリニック事業では、QR決済機能オプション）等によるアップセルを図り、顧

客単価の向上に努め、継続的な成長を目指してまいります。

加えて、メディカルプラットフォーム事業及びスマートクリニック事業の両事業において顧客生涯価値の向上

を重要指標として位置づけ、継続的な収益基盤の強化を図るとともに、2026年４月１日を効力発生日とする株式

会社GENOVA DESiGNの吸収合併により、経営資源の集約及び意思決定の迅速化を実現し、運営効率の向上を図って

まいります。

また、当社は2026年４月１日開催の取締役会において、有限会社アカサカ歯材社の全持分を取得し、子会社化

することを決議し、同年4月21日に取得を完了いたしました。今後は、同社および新たにグループへ参画した株式

会社ASANOとのPMI（経営統合プロセス）を加速させ、顧客基盤とノウハウの融合によるクロスセルの強化や新

サービスの創出を通じて、グループ全体のシナジー最大化に努めてまいります。

 
②　組織体制の強化

今後、日本では世界が経験したことのない高齢化社会を迎えようとしており、当社グループが属する市場にお

いては、事業環境の変化がますます激しくなっていくことが予測されます。こうした変化に対応すべく、当社グ

ループでは、顧客基盤の拡大、既存サービスの信頼性・利便性の強化及び新規事業開発等の様々な取り組みによ

り継続的な成長を図っていくことが必要であると考えております。その実行のためには、各事業フェーズに沿っ

た組織デザインの整備及び多様なバックグラウンドを有する優秀な人材の採用・育成により、持続的成長が可能

な組織体制をさらに強化していくことが重要であると認識しております。このような組織体制の強化を実現する

ためにも当社グループでは様々な経営資源の活用により、事業環境の変化により生じる課題に取り組んでまいり

ます。

また、今後の継続的なM&Aによる事業拡大を見据え、柔軟かつ強固なグループ管理体制の構築を推進してまいり

ます。新たな拠点や人員が加わった際にも、グループ全体として一体的な運営が可能となるよう、管理体制及び

意思決定プロセスの整備を進めてまいります。
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③　人的資本経営の推進と営業組織のエンゲージメント向上

当社グループの持続的成長には、優秀な人材の適時採用と育成が不可欠です。現状、営業職の平均勤続年数は

他職種に比べ短い傾向にありますが、この課題に対し、2026年４月に新設した「戦略人事部」を中心に抜本的な

対策を講じております。具体的には、成果に報いる公正な評価報酬制度の刷新やインフレに対応した処遇改善を

推進するとともに、入社前後の期待値ギャップを解消する採用プロセスの厳格化、及び入社直後の立ち上がり支

援を強化しております。また、管理型から自律型組織への文化変革を進めることで、社歴に関わらず個々の専門

性が正当に評価され、長期的に活躍できる職場環境の整備に努めております。

これらの施策を通じて、人材のリテンション（定着）とエンゲージメントの向上を図り、組織全体の労働生産

性を高めることで、事業計画の着実な遂行と業績への貢献を実現してまいります。

 
④　情報管理体制の強化

当社グループは、展開する各サービスの運営過程において、個人情報を含む顧客情報やその他の機密情報を取

り扱っております。そのため、当社グループでは、情報管理体制を事業上の重要事項と認識しており、当該情報

の取扱いについては、情報管理規程等や業務フローを定めて厳格に管理しております。また、全従業員を対象と

した社内教育、当該情報管理体制の構築・運用に積極的に取り組んでおります。なお、ISO27001（情報セキュリ

ティマネジメントシステム）を取得しており、情報管理の徹底を行っております。

加えて、グループの拡大に伴い、全体での情報管理水準の統一及び高度化が重要であると認識しており、当該

管理体制を新たに加わったグループ会社へも展開・浸透させてまいります。

 
⑤　コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化

当社グループが持続的成長により中長期的な企業価値を創出するには、利用者（患者）・医療関係者・従業

員・地域社会等の多様なステークホルダーとの協働が不可欠と考えております。このような多様なステークホル

ダーからの信頼を得るためにはコーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の更なる強化により、公正・透

明な経営を行うことが重要な経営課題と考えており、コンプライアンス体制及び内部管理体制の強化を図ってま

いります。

また、M&Aの推進に伴う事業規模の拡大を踏まえ、グループ全体として統一されたガバナンス体制の構築を進

め、リスク管理及び内部統制の実効性向上に努めてまいります。

 
⑥　財務上の課題

当社グループは、これまで金融機関からの借入に大きく依存せず、資金需要は自己資金及び営業活動による

キャッシュ・フローを源泉とした財務基盤を維持しており、優先的に対処すべき財務上の課題はありません。一

方で、今後はM&Aの実行やグループ再編に伴う資金需要の増加が見込まれることから、これらの成長投資機会を適

切に捉えつつ、内部留保の確保と株主還元の適切なバランスを図ってまいります。

上記事業上の課題に対する対処及び継続的な設備投資を実行できるよう、内部留保の確保と株主還元の適切な

バランスを検討し、既存事業の営業キャッシュ・フローの改善等に対処するなど、財務体質の更なる強化に努め

てまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループは「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとし、持続可能な社会の実現と社会貢

献・企業価値の向上を目指しております。社会に適切な医療情報を提供することや医療機関における診察以外の業務

を低減すること、患者の待ち時間を削減すること、そして医療現場への安定した資材供給の実現などを解決し、それ

を実現するために以下の取組を実施しております。

・メディア運営を通じて適切な医療情報を社会に提供し、予防や未病の意識を高め、健康維持の向上に貢献しま

す。

・クリニックオートメーションとして医療人材不足への対応・不要な医療事務業務の撲滅・患者の待ち時間短縮を

目指しサービス開発を進めて参ります。

・歯科流通事業を展開し、最適な歯科器材のサプライチェーンを構築することで、歯科医療従事者の負担軽減と持

続可能な医院経営に貢献します。

 

(1) サステナビリティについての取組み

①　ガバナンス

当社グループは、気候変動を含むサステナビリティ方針、環境保全、社会貢献活動、人権課題、ダイバーシ

ティ(多様性)などのサステナビリティに関する施策について方向性を明確にするとともに、その推進および適切

な意思決定を図ることを目的に、担当取締役を委員長としたサステナビリティ委員会を設置しました。同委員会

は年に１回程度の頻度で開催し、基本方針や重要課題(マテリアリティ)の特定および指標・目標の設定、サステ

ナビリティ関連(気候変動を含む)のリスクと機会等の課題について審議を実施します。同委員会の審議結果は取

締役会へ付議・報告され、取締役会で承認された内容は、同委員会にてとりまとめ、各事業部や子会社に共有

し、取組を推進します。

 

 

②　戦略

(重要課題(マテリアリティ))

当社グループの経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステナビリティ関連のリスク及び機会

に対処するため、サステナビリティに関する基本方針の策定として重要課題(マテリアリティ)を特定し、当社

グループを取り巻くすべてのステークホルダーと重要課題(マテリアリティ)を共有・共感することで、当社グ

ループのミッションの実現を図ります。当社グループが識別した５つの重要課題(マテリアリティ)は当社グ

ループの経営基盤を強化させると同時に、社会課題の解決に直結すると考えております。その結果、すべての

課題に取り組むことにより当社グループの企業価値向上につながり、当社グループが中長期的に持続可能な成

長・発展を遂げると考えております。また、AIやDXの技術進化に伴う急激な社会の変化や、新たに参入した歯

科流通とDX事業等の事業領域の拡大に合わせ、重要課題（マテリアリティ）を不変のものとせず、定期的に見

直し改訂を実施してまいります。

 

特定した重要課題(マテリアリティ)は以下の通りです。

①　医療および歯科DXによるクリニックオートメーションと流通効率化の進展

②　オーガニックな成長と非連続的な成長の創出

③　コーポレート・ガバナンスと情報セキュリティの強化

④　カルチャー共感に基づく人的資本強化

⑤　気候変動による事業影響の把握

 

(気候変動)
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気候変動問題は、国内企業に限らずグローバルの観点からも重要な課題であり、当社グループにおいても重

要課題(マテリアリティ)のひとつとして認識しております。

気候変動の影響を把握するため、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づき、当社グループ

の事業に関連する気候変動リスク・機会の特定、対応策の検討を実施しました。特に、歯科流通事業の追加に

伴い、物流網に関わる物理的リスク（異常気象によるサプライチェーンの寸断等）や移行リスク（燃料費高騰

や炭素税等）、ならびに流通DXを通じた輸配送の効率化による機会を含めて評価を行っております。

特定した気候変動リスクと機会、対応策は以下の通りです。

 

リスク 主な影響 対応策

移行
リス
ク

政策・
規制

炭素税導入
炭素税の導入によるエネルギーコス
トおよび輸配送に関わる燃料費増加

・CO2排出量削減目標を設定し、排出
量削減の取組を計画的に実行
・再生可能エネルギーの導入
・代替エネルギー調達先の調査、検
討
・仕入先との協働による価格変動の
影響の最小化(例：販売計画に基づ
く大量ロットの仕入等)
・流通DXを活用した輸配送ルートの
最適化、積載率の向上
・気候変動対応の開示及びESG投資家
とのエンゲージメント

市場

エネルギー価格・
需要の変化

エネルギー価格の変動(電力、ガ
ス、ガソリン等)・物流費の高騰

原材料・歯科用資
材の高騰

エネルギー価格の上昇に伴う半導体
価格の上昇

評判
ステークホルダー
からの評判変化

環境配慮への遅れによる投資家から
の評判低下

物理
リス
ク

急性

気候変動による災
害激甚化、サプラ
イチェーンの寸
断・脆弱化

本社や営業所、物流拠点の罹災によ
る事業活動の停止

・各自治体のハザードマップ等を活
用し、事業所・物流拠点別危険度
を把握
・災害リスクの低いエリアへの事務
所・倉庫移転検討および拠点の分
散化
・BCP計画による防災関連のレジリエ
ンス強化
・商品の調達ルート、輸送手段の多
様化
・通信インフラの多重化やデータセ
ンターの複数契約等による災害や
障害への対応力強化

従業員への人的被害の発生

調達先・物流網の被害による商品の
欠品・納入遅延

通信障害によるコミュニケーション
ツールの利用不可、評判低下

慢性
平均気温の上昇、
降水・気象パター
ンの変動

暑熱や健康被害等による従業員（倉
庫作業員等を含む）の健康被害、生
産性低下

・業務のロボット化、自動化（倉庫
の自動化設備含む）によるオペ
レーション最適化、従業員負荷低
減
・オンライン診療の機能拡大等によ
る利便性強化、需要増加に対応し
たオンライン環境の整備
・医療機関のAI・大規模言語モデル
活用、DX推進による医療提供体制
の維持
・仕入先との協働による価格変動の
影響の最小化(例：販売計画に基づ
く大量ロットの仕入等)
・物流拠点における空調設備の最適
化や温度管理機能の強化

オンライン診療の需要拡大に対応で
きず、インフラ整備が不足した場合
における機会損失

気温上昇や水不足等による商品調達
コスト増加(半導体不足、仕入先の
操業コスト増加等に起因)、それに
伴う利益率低下

猛暑等による特定の歯科用資材の保
管・輸送環境の悪化リスク
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機会 主な影響 機会の取込施策

機会

市場

オンライン診療、及びプラット
フォームの需要拡大による収益の増
加

・オンライン診療の機能拡大等によ
る利便性強化、需要増加に対応し
たオンライン環境の整備

自社プラットフォームへの顧客ニー
ズに合った医療・歯科情報の掲載に
よるPV数増加、競争優位性の確保

・最新医療、技術情報の継続的な把
握、顧客ニーズに沿った情報掲載
の徹底

医療・歯科分野における流通網の効
率化ニーズの高まりによる流通DX事
業の拡大

・歯科クリニック向けの受発注シス
テム導入を通じた配送頻度の最適
化（エコ配送）の推進

製品・サービス

医療・歯科DXの推進による医療機関
の収益性・効率性の向上、スマート
クリニック事業の売上増加

・医療機関のAI・大規模言語モデル
活用、DX推進による医療提供体制
の維持

気候変動への積極対応による投資家
からの評価向上

・気候変動対応の開示及びESG投資家
とのエンゲージメント

適切な医療機関の検索需要増加に伴
う自社プラットフォームの活用増
加、PV数増加

・顧客ニーズに沿った医療機関の紹
介記事制作維持、推進

レジリエンス

自社サーバーやデータセンターの分
散化によるレジリエンス強化・競争
優位性の確保

・通信インフラの多重化やデータセ
ンターの複数契約等による災害や
障害への対応力強化

気候変動への対応(健康経営推進等)
による従業員のエンゲージメント向
上、それに伴う生産性向上

・業務のロボット化、自動化（物流
倉庫含む）によるオペレーション
最適化、従業員負荷低減
・暑熱等に対応した労働環境の整備

流通網の最適化・分散化によるサプ
ライチェーンの強靭化

・物流拠点の分散化や流通DXを活用
した在庫最適化による、災害時の
代替出荷体制の構築
・複数の配送パートナーとの連携や
代替ルート確保による輸配送網の
冗長性確保

 

 

③　リスク管理

サステナビリティ委員会では、サステナビリティに関する基本方針や重要課題(マテリアリティ)の特定・監

視・管理等のため、サステナビリティ関連(気候変動を含む)のリスクと機会について分析し、その対応策につい

て検討を行ってまいります。重要課題(マテリアリティ)の特定については、SASBスタンダード等の国際的な指針

を参照し、社会を取り巻く重要課題(マテリアリティ)や重要指標を整理・抽出した後、当社グループの「ありた

い姿」を実現する観点から、事業活動を通じてミッション、ビジョン、価値観を戦略的に考慮し、社会の重要課

題(マテリアリティ)の中で優先的に取り組むべき事項を特定しました。優先課題の選定後、医療クリニック、機

関投資家、外部のESG評価機関などのステークホルダーにインタビューを行い、当社グループの事業と取り組むべ

き課題について評価を受けております。リスクと機会については継続的にサステナビリティ委員会にて分析・確

認を行い、必要に応じて重要課題(マテリアリティ)及びその指標や目標を見直すなど適切に対応してまいりま

す。今後は全社的なリスク管理への統合や、機会における管理についても検討を進めてまいります。

 

④　指標及び目標

当社グループでは、温室効果ガス(GHG)排出量の把握について取組を進めております。2024年度においては、当

社グループにおけるScope１,２について排出量の算定を実施しました。今後は算定の範囲を広げ、Scope３排出量

の把握に努めます。また、目標については、今後の事業の成長による成り行きの増加量等を考慮し、目標設定を

検討します。
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＜GHG排出量＞

(単位：t-CO2)

 2026年３月期

Scope１ 63

Scope２(注１、２) 85

合計(Scope１＋２) 148
 

(注) １．ロケーション基準にて計算

(注) ２．国内７拠点対象(東京本社(渋谷ヒカリエ、アクシュ)、札幌支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店、金沢

営業所、仙台営業所、沖縄営業所)
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(2) 人的資本

①　戦略

・人材育成方針

当社グループは、人材こそが企業価値の中核であるとの認識のもと、持続的な成長を実現するため、当社の

ミッション・ビジョンを体現する「GENOVAカルチャー」に共感し、行動できる人材の採用・育成・投資を重要課

題として位置づけております。特に、変化の激しい医療関連法令や規制環境に対応するため、医療領域の専門知

識を有し、社会的意義の高い情報コンテンツを生み出せる多様な人材の確保と育成に注力しています。

2025年年初より、当社グループは新たな行動規範として「チームドリブン(Team Driven)」を定義し、個の力だ

けでなくチームとして成果を上げることを重視した組織文化の醸成を進めております。この行動規範を基軸に、

職種・部門を超えた協働による価値創出を促進しています。

さらに、コンプライアンス意識の醸成に向けて、役職階層別のコンプライアンス研修やハラスメント研修を定

期的に実施しております。また、営業部門内にHRBP(Human Resource Business Partner)機能を持つ教育体制を整

備し、新卒・中途いずれの人材もOJT形式のカリキュラムにより円滑にオンボーディングし、早期戦力化および離

職抑制を図っています。

なお営業職においては、現在、評価・報酬制度の見直しを進めており、成果やプロセスを適切に評価し、公正

な報酬体系を確立することを通じて、モチベーション向上と人材定着の強化を目指しております。

 

・社内環境整備方針

当社グループでは、多様な人材が能力を最大限に発揮できる職場環境の整備を推進しています。性別、年齢、

国籍、在籍年数等にかかわらず、意欲と能力を持つすべての従業員に公平なキャリア機会が提供されるよう、人

事制度の見直しと透明化に取り組んでおります。労働時間の適正管理、ライフステージに応じた働き方の柔軟

性、在宅ワークの導入など、従業員が働きやすい職場づくりを推進しています。

社内の風通しの良さを重視し、部署内での定期的な１on１ミーティングを実施することで、キャリアや働き方

に関する個別の課題を吸い上げ、必要な対応を迅速に行える体制を整えています。また、新入社員や中途社員が

スムーズに社内に適応できるよう、部長・執行役員クラスの先輩社員が相談役となるメンター・メンティー制度

も採り入れ、心理的安全性の高い職場環境を提供しています。

加えて、挑戦する社員を適正に評価する文化を推進し、処遇面における公正性・透明性を確保することで、成

果を上げた社員がさらに高い目標に挑戦できる環境づくりを行っています。これらの施策は、トップダウンのみ

ならず、ご意見箱を通じて従業員の声を積極的に直接拾い上げるボトムアップの視点を大切にし、経営層による

柔軟な改善対応を実践しております。

 

②　リスク管理

「事業等のリスク(2) ①人材の確保及び育成について」に記載の通り、営業職を中心とした人材の早期離職を

経営リスクの一つとして認識しております。これに対し、教育・研修制度の強化や評価・報酬制度の見直し、

ウェルビーイングサーベイ等定着支援策の導入を通じて、人的資本の安定的な確保を図っております。

 

③　指標及び目標

当社グループは、人材育成・社内環境整備・組織文化の醸成といった各種施策を通じて、従業員の定着率向上

とパフォーマンス最大化を推進しています。

離職防止の取組としては、平均年収の向上、社内稟議システムの見直し、業務負荷軽減のためのITツール活

用、福利厚生制度の拡充に加え、チームドリブンの行動規範の浸透など、包括的な人的資本戦略を展開していま

す。これらを通じて、従業員のエンゲージメントを高め、離職率の改善を目指しております。

過去３年間の離職率はおおよそ18％前後で推移してきましたが、今後は14％～16％を目標とし、引き続き組織

全体での取組を強化してまいります。
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３ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり

ます。

なお、文中に記載している将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において入手可能な情報に基づき当社グ

ループが判断したものであります。

 

(1) 事業環境について

①　業界への依存について

当社グループは、医療機関を主要な顧客基盤としており、その事業領域は医療広告市場および医療システム市

場ならびに歯科流通市場に特化しております。現在、日本国内における少子高齢化の進展や医療資源の最適配分

への要請を背景に、医療・健康産業の市場規模は中長期的な拡大が見込まれております。しかしながら、医療制

度の抜本的な変更、診療報酬や自由診療に関する法的規制の改定、あるいは予測不能な社会情勢の変化により、

市場の成長が停滞または縮小する可能性があります。また、テクノロジーの急速な進化に対し、当社グループの

サービス開発が適時に対応できない場合には、競争力が低下し、当社グループの事業展開および業績に影響を及

ぼす恐れがあります。

このようなリスクに対応するため、当社グループでは、サービス部門の人員体制強化を通じて顧客ニーズの変

化を迅速にフィードバックできる体制を構築するとともに、生成AIの活用や医療DXの最新トレンドを常時モニタ

リングし、次世代サービスの開発・改良へ機動的に反映させております。また、医療行政の動向や業界内のパラ

ダイムシフトを早期に察知すべく、外部専門機関とも連携し、複数のリスクシナリオに基づいた戦略策定を推進

しております。これらの施策を通じて、市場動向への高い感度を維持し、変化を先取りした事業運営を行うこと

で、当該リスクが当社グループに及ぼす影響を最小限に留めるよう努めております。

 

②　インターネット関連市場について

当社グループのメディカルプラットフォーム事業は、インターネットを利用した医療関連における事業展開を

行っております。かかるインターネット業界においては、急速な技術革新が進んでおり、当社グループではこれ

らに対応すべく、最新の技術に関するセミナーや勉強会への出席及びパートナー企業との協業を通じた人材・知

見の獲得により、最新の技術の把握に努め対応を図っております。ただし、予期しない技術革新（生成AIの普及

に伴う情報検索・取得行動の変化、閲覧媒体の変化や閲覧方法の変化、インターネット上のメディア運営に支障

を与える事象）等があった場合や適時な対応ができない場合には、インターネット利用の順調な発展が阻害さ

れ、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

このようなリスクに対応するため、当社グループでは、技術動向について常時モニタリングを行い、社内の開

発体制及び事業戦略を柔軟に見直す体制を構築しております。また、外部の専門機関や有識者との連携を強化

し、リスクの早期発見と迅速な対応を図ることで、技術革新による影響を最小限に抑え、持続的な事業成長を実

現できるよう努めてまいります。

 

③　事業領域特有の各種規制について

当社グループが属している医療関連のインターネット市場では、サービス等を展開する上で、「医薬品、医療

機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「医療広告ガイドライン」等の各種法令や監督官

庁の指針、ガイドライン等による規制の適用を受けております。また、連結子会社であるASANOにおいては、事業

の遂行にあたり、関係法令に基づく許可、登録、届出その他の許認可等を要する事業を営んでおります。当社グ

ループではこれら法規制及び許認可等に適切に対応し準拠して事業活動を行うため、規程やマニュアル、チェッ

クリスト等を制定し、これらに基づいて業務を行っております。

現在のところ、当社グループの事業に重大な影響を及ぼすような法令改正や新たな規制の導入は発生しておら

ず、ASANOの許認可事業についても、現時点において事業継続に重大な支障を及ぼす事情は生じておりません。ま

た、当社グループでは、法務部を中心として各種規制の動向を常時把握し、法改正等に迅速かつ適切に対応でき

る体制を整えているほか、ASANOにおける許認可等の維持、更新その他法令遵守に必要な管理体制の整備に努めて

おります。そのため、各種規制の改廃や新設が行われた場合、又はASANOにおいて必要な許認可等の維持若しくは

更新ができず、若しくはこれらに関して行政処分等を受けた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及

ぼす可能性がありますが、現時点ではそのリスクは高くないと考えております。
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④　競合について

当社グループのメディカルプラットフォーム事業、スマートクリニック事業、歯科流通事業およびDX事業は、

同様の事業領域において類似したサービスや商材を提供している企業が一定数存在しております。

メディカルプラットフォーム事業は、医療情報を提供するメディアを運営し、医療機関から費用を頂くビジネ

スモデルではありますが、利用者のために分かりやすく正確な医療情報を提供することを目的として事業展開し

ております。また、スマートクリニック事業は、医療人材不足への対応・不要な医療事務業務の撲滅・患者の待

ち時間短縮を目指してサービス開発を進めております。主に、医療機関の現場において必要となるレセプトコン

ピュータ等、他システムの連携性において、様々な企業が提供するシステムとの連携ができることや、医療機関

現場のニーズを捉えた設計を可能とし、事業展開しております。さらに、歯科流通事業においては、歯科医療現

場へ必要な資材や機器を安定的に供給する独自のネットワークを構築しております。加えて、DX事業において

は、医療・歯科現場の各種業務プロセスをデジタル化し、データ活用や最新テクノロジーを通じて医療機関の抜

本的な業務効率化と経営課題の解決を支援するサービスを提供しております。

このような競争環境の下、当社グループでは徹底した利用者目線で事業を運営することを心がけており、「情

報（メディア）」「システム」「流通」「DX」の4つのアプローチを掛け合わせた総合的なソリューションの提供

を通じて、利用者(患者)と医療機関の不安と不満の解消を目指すべく、他社との差別化を図り事業展開しており

ます。しかし、当領域においては、高齢化社会の進展等により今後も市場の成長が見込まれることから、新規参

入や既存競合との競争激化等の影響により競争が激化した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与え

る可能性があります。

このような競争環境に対応するため、当社グループでは、医療現場との対話を通じて、現場ニーズを的確に把

握し、サービスの改善・機能追加に迅速に反映できる体制を整えております。さらに、技術革新や医療制度の変

化を見据えた柔軟な開発方針を採用するとともに、強固な流通網と高度なDX技術を融合させた他社にはない独自

性のあるサービス提供を強化することで、競争優位性の確保に努めてまいります。また、既存顧客との関係強化

やブランド価値の向上により、長期的な顧客ロイヤルティの獲得を図ることで、安定した収益基盤の構築に取り

組んでおります。

 
⑤　生成AIの普及による業務・競争環境への影響

生成AIの技術は急速に普及しており、導入・活用には、医療情報の正確性や倫理的表現の担保、個人情報漏洩

リスク、著作権侵害の懸念など、新たな課題が生じてまいります。また、生成AIを活用した競合他社による急速

なサービス開発や低コストオペレーションが進んだ場合、当社グループが市場において競争上の不利な立場に置

かれる可能性も否定できません。当社グループでは、生成AIを単なる効率化ツールとしてではなく、あくまで

「医療機関及び利用者の安心」を最優先とする視点から、慎重かつ段階的な導入を検討してまいります。現在

は、AIが生成したコンテンツに対する社内ルール・ガイドラインの策定を含め、将来的な技術変化にも柔軟に対

応できる体制構築の検討の段階におります。しかしながら、これらの対応が十分に機能せず、生成AI活用におけ

る適切なリスクコントロールが行われない場合には、サービスの信頼性低下や市場競争力の低下を招き、当社グ

ループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

当社グループにおいては、社内外との連携を通じた適正な技術導入を進めていくと共に、生成AIとの共存を前

提とした業務改革・人材教育・ガバナンス強化を今後も継続していく予定です。

 

(2) 事業運営に対して

①　人材の確保及び育成について

当社グループが持続的な成長を実現していくためには、医療関連の諸法令・規制等に関する高度な専門知識を

有し、付加価値の高い情報コンテンツを制作・提供できる優秀な人材の確保及び育成が不可欠であります。

当社グループでは、従来からの課題である営業職を中心とした早期離職（入社前後のミスマッチやスキル不足

等）に対し抜本的な解決を図るとともに、労働生産性の向上と新たな価値創出を実現するため、2026年４月より

人事・採用機能を統合した「戦略人事体制」へと移行いたしました。本体制のもと、以下の重点施策を通じて人

事戦略の達成を推進しております。

・組織文化・評価制度の刷新： 自律型組織への変革を促すとともに、成果に報いる公正な評価報酬制度を構

　築・運用。

・次世代リーダーの獲得・定着： 企業文化への適合性（カルチャーフィット）を重視した採用と、早期戦力化

　支援の強化。

・専門人材の最適配置： 事業計画に直結する高度な専門スキルを持つ人材の直接採用（ダイレクトリクルーテ
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　ィング）と適正配置。

・グループガバナンスの強化： 組織再編やM&Aに伴う人事統合プロセス（PMI）の主導と、グループ全体への人

　事ポリシーの浸透。

当社グループでは「人材は資本である」との認識のもと、昨今のインフレ状況を鑑みたベースアップの実施

や、経営陣と人事部門が一体となった施策推進により、人材関連リスクの極小化に努めております。しかしなが

ら、労働市場における採用競争のさらなる激化や、一連の人事組織改革・統合プロセスが計画通りに進捗せず、

事業遂行に必要な人員を十分に確保・育成できない場合には、当社グループの事業展開、経営成績（営業利益

等）及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　品質関連について

当社グループは、提供するサービスの品質維持がブランド価値の根幹であり、競争力の源泉であると認識して

おります。事業領域ごとに想定される品質リスクに対し、以下の通り対応しております。

メディカルプラットフォーム事業においては、発信する情報の正確性および信頼性が極めて重要です。制作し

た記事の品質低下や薬機法等の法令に抵触する不適切な表現があった場合、社会的信用の失墜により、事業およ

び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。このリスクを回避するため、専門知識を有する医療アドバイ

ザーの増員および連携強化を図り、コンテンツの多角的な監修体制を構築しております。また、社内弁護士を起

用することで、リーガルチェックの専門性と迅速性を高め、コンプライアンスを徹底した体制整備に努めており

ます。

スマートクリニック事業においては、技術の高度化や部材の多様化に伴い、出荷段階で予見できない欠陥や故

障が製品に発生する可能性があります。これらにより、製品の返品・交換や損害賠償、リコール等が発生した場

合には、多額の費用の発生や信頼低下を招く恐れがあります。当社グループでは、2024年2月に主要サプライヤー

である株式会社APOSTROと総販売代理店契約を締結し、部材の品質管理から開発・販売に至るまでの管理体制を強

固にしております。これにより、外部調達部材の品質保証水準を向上させ、製品の安全性を担保しております。

歯科流通事業においては、取り扱う歯科用器材や消耗品等における仕入先由来の品質不良や、流通過程におけ

る汚損・破損、使用期限の超過等のトラブルが発生する可能性があります。これらにより、歯科医療現場での治

療に支障が生じ、製品の回収対応や当社グループの信頼低下を招く恐れがあります。このリスクに対し、当社グ

ループでは、仕入先に対する厳格な選定・評価を行うとともに、入出荷時の徹底した検品体制、およびロット管

理や適正な温度管理等を含む適切な在庫・保管環境の整備を実施し、流通する製品の品質および安全性の維持に

努めております。

DX事業においては、提供するクラウドサービスやソフトウェアの不具合、サーバーダウン等のシステム障害、

あるいはサイバー攻撃等によるデータ漏洩・消失が発生する可能性があります。これらの事象が生じた場合、医

療機関の業務に重大な支障をきたし、損害賠償請求や当社グループの信用低下に発展する恐れがあります。この

リスクに対し、当社グループでは、開発プロセスにおける厳格な品質保証（QA）体制を構築するとともに、定期

的なセキュリティ診断の実施、インフラ環境の冗長化、およびシステムの常時監視体制を敷くことで、サービス

の安定稼働と安全性の確保に努めております。

各事業共通の対策として、万が一品質に関連する問題が発生した場合に備え、サポートセンターの体制を強化

しております。人員の適正配置に加え、高度な対応教育を継続的に実施することで、事案発生時における迅速か

つ適切な初動対応と被害の最小化を可能とする体制を構築しております。

 
③　クレームについて

当社グループの事業では、品質、サービス、納期、または電話営業等の手法に関し、顧客等から意見やクレー

ムが発生する場合があります。これらを早期に把握・是正するため、当社グループでは以下の体制を構築してお

ります。

CS部（サポートセンター）においては、受電対応に加え、自ら顧客へのフォローコール、フォローメールやア

ンケート調査を実施することで、潜在的な不満の吸い上げに努めております。あわせて、営業部門が実施するテ

レマーケティング活動の監視・管理を行い、適切な営業手法の徹底を図っております。また、既存顧客のサポー

トを担うクライアントアカウント部においては、営業担当のディレクション業務を一部集約することで、対応不

備の軽減に努めるとともに、第三者的視点から顧客対応状況を確認することで、不適切な案内の防止や課題の早

期発見を図っております。

当社グループでは、これらの部署が連携してトラブルの削減に取り組み、発生した事例については社内で再発

防止策を講じておりますが、対策が十分に機能せず、顧客からの信頼低下を招いた場合には、当社グループの事
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業及び業績に影響を与える可能性があります。

こうしたリスクへの対応として、収集した情報をデータベース化し、定期的な分析に基づく改善活動を推進し

ております。また、お客様の視点に立ったサービス設計や、継続的な従業員研修により個々の対応品質の底上げ

を図り、顧客満足度の維持・向上に努めてまいります。

 

④　個人情報について

当社グループは、各サービスの運営過程において、顧客の個人情報を含む重要情報や機密情報を取り扱ってお

ります。これら情報の管理を経営上の最重要課題の一つと認識し、情報管理規程の整備や業務フローのシステム

化により、厳格な管理体制を構築しております。しかしながら、サイバー攻撃の高度化・巧妙化、当社グループ

または業務委託先における役職員の過失や不正、あるいはハードウェア・ソフトウェアの欠陥等による想定外の

事態が発生した場合、情報の漏洩、破壊、改ざんやシステム停止を招く可能性があります。このような事態が生

じた場合には、社会的信用の失墜、顧客との取引停止、多額の損害賠償費用の発生等により、当社グループの事

業遂行、業績および財務状況に重大な影響を及ぼす恐れがあります。

　このようなリスクに対処するため、当社グループでは、セキュリティ監査や脆弱性診断を実施し、システム

上のリスクの早期発見と是正に努めております。また、個人情報の取り扱いに関する社内ルールや教育プログラ

ムについても継続的に見直しを行い、従業員の情報リテラシー向上を図っております。加えて、外部の専門機関

との連携による最新セキュリティ技術の導入や、情報漏洩等発生時の緊急対応マニュアルの整備・訓練を通じ

て、万が一の事態に備えた危機管理体制を強化し、情報の安全性確保に万全を期しております。

 

⑤　風評に関するリスクについて

当社グループの事業においては、利用者や医療関係者の信用、評判が大きな影響力を持つと認識しています。

また、業容の拡大に伴い、特にインターネット上においては根拠のないあるいは事実に基づかない誹謗中傷が一

定数発生する可能性があり、当社グループが運営する情報メディアの信頼性を毀損する可能性があります。従い

まして、インターネット等において当社グループに帰責事由のない悪評が発生した場合は、速やかに適切な対応

を図る方針としておりますが、何らかの理由により当社グループの評判が損なわれた場合、当社グループの社会

的信用が毀損し、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

このような風評リスクに対処するため、当社グループでは、インターネット上の情報を常時監視するモニタリ

ング体制を整備し、誤情報や悪意ある投稿に対しては法的措置も視野に入れた迅速かつ適切な対応を行っており

ます。また、正確で透明性の高い情報発信を心がけ、医療関係者や利用者との信頼関係の構築に努めておりま

す。加えて、万が一風評被害が発生した際にも冷静かつ誠実に説明責任を果たし、信頼回復に向けた広報対応を

速やかに実施できる体制を構築しております。

 

⑥　特定の取引先への依存について

当社グループのスマートクリニック事業における商品は、その機材の生産について製造委託し（詳細は 重要な

契約等をご参照ください。）、株式会社APOSTROに依存しております。当社グループは2024年2月より当該企業と

総販売代理店契約を締結し、今後更なる連携を図っていく予定ではありますが、当該企業の受注状況や経営戦略

の状況により、供給量の減少や供給が滞った場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

当社としてはAPOSTRO社とより密に会話を重ね、パートナーシップを強化していくことにより当該リスクを未然に

防ぐこと、また、リスクが顕在化した場合においても、迅速に対応ができる関係構築に取り組んでいく予定であ

ります。

 

⑦　ネットワーク及びシステムに関するリスク(サイバーセキュリティを含む)

当社グループは、インターネット通信インフラや情報システム、ネットワークに広く依存して事業運営及び

サービス提供を行っており、顧客情報や営業機密などの重要情報も多数取り扱っています。このため、ハード

ウェア・ソフトウェアの不具合や障害、人為的ミス、ネットワーク障害、通信事業者のサービス停止、サイバー

攻撃（コンピュータウイルス・マルウェア・不正アクセス等）、クラウドサービスや委託先におけるセキュリ

ティ事故、内部関係者による情報漏洩など、様々なリスクに常にさらされています。

当社はこれらのリスクに対応するため、バックアップシステムの構築、サーバー設備の増強や老朽化対策、セ

キュリティ対策の強化、社内教育の実施、外部専門機関との連携などを推進しています。しかしながら、予測不

能な事象によりシステム障害や情報漏洩等が発生した場合には、業務の停止やサービス提供の中断、売上の減

少、復旧コストの増大、損害賠償の発生、社会的信用の失墜など、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及ぼ
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す可能性があります。

これらのリスクに対処し、影響を最小限にとどめるため、当社では継続的なモニタリング体制の強化、最新の

セキュリティ技術の導入、インシデント発生時の対応マニュアルの整備及び訓練の実施などを通じて、安定的か

つ安全なシステム運用の確保に努めております。
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(3) 事業内容について

①　技術力の向上について

当社グループが提供するスマート簡易自動精算機・再来受付機等については、継続的に顧客の要求を満たす機

能の改善等を図っております。しかしながら、既存技術の進化や新たな開発が遅れ、また市場における技術標準

の急速な変化によって、当社グループが保有する技能・ノウハウ（レセプトコンピュータの連携機能や筐体のさ

らなる小型化）等が陳腐化し、競争優位性を喪失する可能性があります。その場合、当社が同業他社と比較して

優位性あるサービス提供ができず、受注機会を逸した場合は、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能

性があります。

当該リスクが発生する未然防止策として、当社グループは2024年2月に仕入先である株式会社APOSTROと総販売

代理店契約を締結し、より強固なパートナーシップを構築し、企画開発に積極的に取り組める体制に至りまし

た。その結果、技術の進化や開発の遅れは生じにくくなったと考えております。

 

②　半導体、原材料の価格変動について

現在、世界的な半導体不足や鉄鋼、非鉄金属をはじめとする原材料価格の高騰、および物流コストの上昇が継

続しております。当社グループの製品・サービスにおいて、これら部材や原材料の価格上昇が当初の予測を超

え、自社での原価低減努力による吸収が困難となった場合、あるいは上昇分を製品価格に適正に転嫁できない場

合には、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。このようなリスクに対応するた

め、当社グループは2024年2月に主要な仕入先である株式会社APOSTROと総販売代理店契約を締結いたしました。

本契約に基づき、当社グループの販売計画とAPOSTRO社の生産・納品状況をリアルタイムで共有する密接な連携

体制を構築しております。これにより、需要予測に基づく見込み生産や、年間の販売計画に沿った早期かつ大口

ロットでの一括調達が可能となりました。これらの取り組みを通じて、原材料価格の急激な変動に対する耐性を

高めるとともに、部材の安定確保と調達コストの固定化・最適化を図っております。今後もサプライヤーとの戦

略的なパートナーシップを強化し、サプライチェーンの安定化と収益性の維持に努めてまいります。

 

③　販売価格の変動に関するリスクについて

当社グループのスマートクリニック事業における主要製品の部材調達については、株式会社APOSTROをはじめと

する特定のサプライヤーへの依存度が高い状況にあります。当社グループでは、収益性の維持・向上のため、調

達コストの削減に継続的に取り組んでおりますが、世界的な原材料価格の高騰や物流費の上昇、為替変動等によ

り調達コストが大幅に上昇した場合、その上昇分を製品の販売価格に適正かつ迅速に転嫁できない可能性があり

ます。また、市場における価格競争の激化等により製品の販売価格を引き下げざるを得ない局面において、部材

等の調達価格の低減が十分に進まない場合、売上総利益率が低下し、当社グループの業績および財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。

このようなリスクに対応するため、当社グループでは、サプライヤーとの長期的かつ安定的な取引関係の構築

により、価格交渉力の強化を図るとともに、原価低減に資する製品設計の見直しや製造プロセスの最適化など、

内製化・効率化の取り組みも進めております。加えて、付加価値の高い製品・サービスの開発を通じた価格競争

力の維持と、市場動向に応じた柔軟な価格体系の構築に努めることで、調達コストの変動による収益への影響を

最小限に留める体制構築に取り組んでおります。

 

④　M&A及び資本業務提携について

当社グループは、持続的な成長および事業領域の拡大、既存事業とのシナジー創出を目的として、M&Aや資本業

務提携を重要な事業戦略の一環として位置づけております。これらの施策の実施にあたっては、外部専門家の知

見を活用し、対象会社の事業、財務、税務、法務、人事、システム等の多角的な観点から包括的なデューデリ

ジェンスを徹底し、リスクの把握に努めております。しかしながら、買収・提携後の事業環境の変化、予期せぬ

リスクの顕在化、あるいは統合プロセスの遅延等により、当初期待したシナジー効果が得られない可能性があり

ます。

このようなリスクに対応するため、当社グループでは、2026年４月に「MA事業室」を新設し、専門人材を集約

することで、案件の発掘から執行、PMIに至るまでの一貫した管理体制を強化いたしました。投資判断にあたって

は、投資委員会および取締役会における多面的な評価・検討を経て、投資の適否を慎重に判断しております。実

施後においては、同室が中心となり、早期にPMIを推進する体制を構築し、経営方針の共有、内部統制の整備、お

よび現場レベルでのコミュニケーションの強化を通じて、リスクの早期発見とシナジーの最大化に注力しており

ます。加えて、既存投資案件についても定期的なモニタリングを実施し、当初の投資計画に対する進捗状況を検
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証することで、機動的かつ規律ある投資管理に努めております。

 
⑤　新規事業領域について

当社グループは、持続的な成長基盤の構築を目的として、既存事業の周辺領域における新規事業の立ち上げやM&Aを

積極的に推進しております。当連結会計年度においては、株式会社ASANOの事業譲受による新規事業を開始いたしま

した。また、2026年４月には有限会社アカサカ歯材社の株式取得（子会社化）を決定いたしました。これら新規領

域への進出およびグループ会社の拡大に際しては、以下のリスクを認識しております。

　まず、新規事業領域における不確実性についてであります。新たに参入した歯科関連事業等の領域においては、

既存事業で培った知見やノウハウが十分に活用できない可能性に加え、当該業界特有の商慣習、法規制、競合動向

等の変化により、当初の事業計画どおりに収益が上がらず、投資資金の回収に遅延が生じる、あるいは困難となる

可能性があります。次に、PMIおよびシナジー創出に関するリスクであります。事業譲受やM&Aの効果を最大化する

ためには、当社グループの経営システムの導入、組織文化の融合、および営業・調達面等におけるグループ間シナ

ジーの早期創出が不可欠です。しかしながら、複数の統合プロセスが並行することによる経営管理リソースの分散

や、キーマンの流出、システムの統合遅延等が発生した場合、期待した相乗効果が得られないばかりか、当社グ

ループの経営成績および財務状況に悪影響を及ぼす恐れがあります。

　これらのリスクに対応するため、当社グループでは、対象領域に精通した外部専門家や知見を有する人材を積極

的に登用し、専門性の高い事業管理体制を構築しております。また、経営陣によるモニタリングを通じて、各事業

の進捗状況の把握とリスクの早期検知に努めるとともに、グループ各社間のコミュニケーションを密にすること

で、組織的一体感の醸成と機動的な意思決定を行っております。さらに、投資判断の際には、撤退基準を含む厳格

な投資評価を実施し、資本効率を重視した規律ある事業運営に取り組んでおります。

 
⑥　のれんの減損リスクについて

　当社グループは、持続的な成長に向けた成長投資の一環としてM&Aを推進しており、その結果として連結貸借対照

表上、相当規模の「のれん」を計上しております。これらの計上にあたっては、外部専門家による精緻な価値算定

や多角的なデューデリジェンスに基づき、適切な投資対価を決定しております。しかしながら、買収後の事業環境

の急変や、当初想定した収益計画が未達となった場合には、会計基準に基づき減損テストを実施し、帳簿価額を減

額（減損処理）する必要があります。これにより、当社グループの業績および財政状態に重大な影響を及ぼす可能

性があります。

　こうした会計上のリスクを適切にコントロールするため、当社グループでは投資管理体制およびPMIプロセスのさ

らなる高度化を推進しております。具体的には、専門人材の集約により案件の発掘から執行、ポストマージ後の統

合フェーズまでを一貫して管理する機能の拡充を図り、早期にグループシナジーを顕在化させることで、のれんの

源泉である超過収益力の維持・強化に注力しております。また、投資委員会による定期的なモニタリングを通じて

各案件の進捗を厳格に監督するとともに、業績乖離の兆候が見られる場合には迅速に経営リソースの再配置等の改

善策を講じる体制を構築しております。このように、規律ある投資判断と価値最大化に向けたガバナンスを徹底す

ることで、減損リスクの低減と資本効率の向上に努めております。

 
⑦　業績の季節的変動について

　当社グループの収益は、主要顧客である医療機関や関連企業の予算執行サイクル、および公的施策のスケジュー

ル等の影響を受ける傾向にあります。

　一般的に、これらの顧客層においては年度末にあたる第4四半期（1月～3月）または12月末にかけて予算消化に伴

う需要が高まる特性があり、当社グループの売上高も下期に偏重する可能性があります。一方で、人件費やシステ

ム維持費等の固定費は通期で概ね一定に発生するため、相対的に上期の利益水準が低くなるなど、四半期ごとの経

営成績に変動が生じる場合があります。

　当社グループでは、年間を通じた計画的な案件受注と進捗管理に努めておりますが、年度末にプロジェクトの遅

延や検収時期のずれ込みが発生した場合には、通期の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑧　歯科流通事業における商品調達および供給体制に関するリスク

　歯科用貴金属（パラジウム等）や歯科材料の調達において、地政学リスクの高まり（中東情勢の緊迫化等）を含

む国際情勢の急激な変化や、物流網の混乱により供給が停滞した場合、製品供給能力が低下するリスクがありま

す。特に今般グループインした子会社においては、仕入価格の急激な高騰や、政情不安等に起因する使い捨てゴム

手袋のような衛生用品の深刻な品薄が発生した際、それらの影響を速やかに販売価格へ転嫁できない可能性があり
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ます。

　当社グループでは、調達ルートの多角化（分散）や在庫管理の最適化、市況に応じた柔軟な価格改定プロセスの

構築等を進めますが、調達環境の悪化が長期化、あるいは想定を超えて深刻化した場合、仕入原価の上昇や商品不

足による機会損失を完全には回避できず、当社グループの売上高の減少および利益率の低下など、業績に悪影響を

及ぼす可能性があります。

 
(4) その他リスクについて

①　特定人物への依存について

当社グループでは、現在、代表取締役社長平瀬智樹が経営戦略の決定を始め、事業開発や営業活動等、グルー

プの事業推進に重要な役割を果たしております。そのため、当社グループでは過度に依存しない体制を構築すべ

く、経営組織の強化を図っておりますが、何らかの理由により同氏の業務継続が困難となった場合には、当社グ

ループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

このようなリスクに対応するため、当社グループでは、経営意思決定の属人化を防ぐべく、経営陣の層の厚み

を確保するための人材登用や、役員・幹部社員間での情報共有体制の強化を進めております。また、経営判断や

事業運営に関わる重要事項については、複数の取締役・執行役員による合議体制のもとで行うことで、代表取締

役への依存度を低減するとともに、組織としての持続的な成長と安定運営を可能とするガバナンス体制の強化に

取り組んでおります。

 

②　配当政策について

当社は、現在成長過程にあると認識しており、持続的な事業拡大や組織体制の整備、および新規投資に向けた

内部留保の充実が重要であると考え、資本政策を構築しております。一方で、株主の皆様への利益還元も経営の

重要課題として認識しており、直近連結会計年度においては、創業20周年の節目として初配当（記念配当を含

む）を実施いたしました。今後におきましても、収益力の向上や事業基盤の整備を進めつつ、経営成績や財務状

態、将来の投資計画等を総合的に勘案した上で、株主に対する継続的かつ安定的な利益還元を検討していく方針

であります。

しかしながら、当社は現在、配当性向や配当金額等の目標値を定めた具体的な配当方針を確定させておらず、

将来的な配当の実施およびその継続性を保証するものではありません。急激な市場環境の変化や業績の悪化、あ

るいは機動的な事業投資のための資金需要が発生した場合には、当社の資本政策に基づき、無配あるいは減配と

なる可能性があります。

 

③　新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

当社グループでは、役員および従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、および優秀

な人材の確保・リテンションを目的として、新株予約権（ストック・オプション）を付与しております。これら

の新株予約権が権利行使された場合には、当社株式が新たに発行され、既存株主が保有する株式の価値および議

決権割合が希薄化する可能性があります。また、今後においても、役員および従業員へのインセンティブとし

て、新たに新株予約権を付与する方針であり、これらが将来的に行使されることで、同様に株式価値の希薄化を

招く可能性があります。

このようなリスクに対し、当社は、新株予約権の付与にあたっては、将来的な希薄化の規模と企業価値向上に

よる株主利益の拡大とのバランスを十分に勘案し、適切な発行数量および行使条件を設定する方針です。また、

発行に際しては、その趣旨、目的および希薄化の程度について、株主の皆様に対し適切かつ透明性の高い情報開

示を行うとともに、持続的な企業価値の向上を通じて既存株主の利益に報いるよう努めてまいります。

 

④　自然災害、事故、戦争、感染症等について

当社グループでは、大規模な自然災害、事故、感染症等の重大リスクを経営上の重要課題と位置づけ、各事業

および営業拠点が継続的かつ安定的に運営できるよう、日常的に予防策を講じております。万が一、これらのリ

スクが顕在化した場合には、被害を最小限に留め、早期復旧を図るための適切な措置を講じる体制を確保してお

ります。しかしながら、今後、想定を超える規模の地震、台風・豪雨等の風水害、火災や大規模停電、通信・交

通インフラの損壊を伴う大事故、あるいは戦争、テロ、大規模な感染症のパンデミック等の事態が発生した場

合、当社グループの役職員の安全確保、施設・設備の毀損、サプライチェーンの分断等により、サービスの提供

停止や事業活動の中断を余儀なくされる可能性があります。このような事態が長期化した場合、当社グループの

業績および財務状況に重大な影響を及ぼす恐れがあります。
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これらに対し、当社グループでは各種リスクを想定した事業継続計画（BCP）を策定し、災害や緊急事態発生時

においても重要業務を継続できる体制の整備に努めております。また、クラウド基盤へのシステム移行やリモー

トワーク環境の高度化を推進し、事業活動の柔軟性・耐障害性を高めることで、物理的な被災に対するレジリエ

ンス（回復力）を高めております。さらに、全社員への防災教育、各拠点における備蓄品の整備、安否確認体制

の強化等、実効性のある対策を継続的に講じ、被害の最小化と早期復旧が可能な組織基盤の構築に取り組んでお

ります。

 
４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」とい

う。)の状況の概要は次のとおりであります。

 
①　財政状態の状況

(資産)

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べ1,729,671千円増加し、10,255,867千円となり

ました。これは主にのれんが1,031,470千円増加したこと、繰延税金資産が407,305千円増加したことによるも

のであります。

(負債)

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,829,733千円増加し、3,357,273千円とな

りました。これは主に長期借入金が617,990千円増加したこと、長期前受収益が503,411千円増加したこと、買

掛金が331,756千円増加したことによるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ100,062千円減少し、6,898,593千円とな

りました。これは主に新株予約権が133,229千円増加したこと、親会社株主に帰属する当期純利益275,397千円

を計上した一方、剰余金の配当で519,195千円減少したことにより、利益剰余金が減少したことによるものであ

ります。

 
②　経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や堅調な企業収益を背景に、個人消費や設備投

資の持ち直しやインバウンド需要の拡大などで、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

一方で、継続的な物価上昇に伴う家計への負担が懸念されるほか、中東情勢の緊迫化及び米国の通商政策の動

向など依然として先行きが不透明な状況が続いております。

このような経済環境の下、当社グループは「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションに掲げ、

最適な医療情報の提供やクリニックの業務効率化などに取り組んでまいりました。

当社グループの主力事業であるメディカルプラットフォーム事業は、信頼性の高い医療情報を提供する日本最

大級のヘルスケアプラットフォーム「Medical DOC」において、引き続き専門医監修の医療記事、クリニック検

索・紹介、医院紹介などのタイアップ記事が好評であり、当第４四半期は第３四半期よりPV数は増加となりまし

た。「Medical DOC」は、医師や医療アドバイザーが監修している信頼性の高い記事であり、重度の病気に対する

記事も多く含まれていることから当社の医療関連記事はChatGPTを含む生成AIに参照されるケースが増加してお

り、生成AIの回答からMedical DOCのページにランディングするなど、今後も引き続きこの好循環が継続するもの

と考えております。

また、スマートクリニック事業においても、自動受付精算機の「NOMOCaシリーズ」や株式会社未来トレンド研

究機構が2025年10月に実施した「チャットボット（クリニック業界向け）」に関する市場調査」において３部門

でNo.1となった「NOMOCa AI chat」など、主力ソリューションは引き続き医療機関から高い評価を受けておりま

す。

AI電話自動応答サービス「NOMOCa AI call」もサービス開始から１年が経過し、サービスのPDCAサイクルを回

すことで品質は飛躍的に向上し、現在は患者さんからのお問い合わせ（診療時間や休診日など）に対して対話型

AIが、人に近い音声で対応できるようになっております。

これにより、従前の機械音声とは異なり、聞き取りやすく抑揚のある音声での対応が可能になったため、導入

に踏みきっていただくクリニックも増え、電話対応業務にかかっていた時間やコスト削減が可能となり、スタッ

フの業務効率化を実感いただいております。さらに、患者さんの利便性向上とサービスレベルの改善も期待で
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き、満足度の向上にも繋がるサービスとなっております。

なお、当連結会計年度においては、事業譲渡契約によりグループインした子会社の株式会社ASANOが2025年７月

１日から事業を開始しており、当子会社は「歯科医療の今と未来を繋ぐ」をミッションに掲げ、歯科医療用機

器・器材・材料・薬品等の開発・販売、歯科医院用クラウドサービスの開発・販売の２事業を主に行っておりま

す。

当社として当子会社の事業を開始するにあたり、最適なサプライチェーンの構築とグループのマーケティン

グ・DX領域との連携により、医療現場の課題解決と新たな価値創出の貢献を目指しておりますが、従前民事再生

を申請していたことから、当連結会計年度においても、引き続き主要取引先との取引再開に時間を割いておりま

す。新たな子会社のグループインも含め、人的資本経営のより重要性が問われる現在ですが、営業人員一人当た

りの生産性も改善し、親子会社間でも営業とサービスが連携しながら取り組みを強化しております。このような

様々な取り組みは、当社グループの主力事業のオーガニック成長に貢献し、また、非連続的な成長の創出にも積

極的に取り組むため、新事業・新サービスに向けた事業提携も引き続き検討を進めております。

これらの結果、当連結会計年度における売上高は11,565,971千円(前年同期比15.6％増)となり、営業利益は

400,375千円(前年同期比80.2％減)、経常利益は432,436千円(前年同期比78.6％減)、親会社株主に帰属する当期

純利益は275,397千円(前年同期比80.5％減)となりました。

 

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

当社グループの報告セグメントは「メディカルプラットフォーム事業」、「スマートクリニック事業」、「そ

の他」の３つとしておりましたが、株式会社ASANOの設立及び事業譲受に伴い、当連結会計年度より事業セグメン

トの区分方法の見直しを行うことといたしました。その結果、「メディカルプラットフォーム事業」、「スマー

トクリニック事業」、「歯科流通事業」、「DX事業」、「その他事業」の５つとなっております。

なお、2025年７月１日付で株式会社ASANOを子会社化したため、歯科流通事業及びDX事業の前年同期比較は記載

しておりません。

 
(メディカルプラットフォーム事業)

メディカルプラットフォーム事業では、超高齢化社会を迎えた現代の日本において健康寿命増進という社会

課題を解決すべく、利用者の皆様により一層適切な情報へアクセスいただくことを目的としており、日本最大

級のヘルスケアプラットフォーム「Medical DOC」を中心に、医療機関と患者さんへの適切な医療情報のマッチ

ングを引き続き実現しております。「Medical DOC」は、月間PV数が直近では横ばい圏で推移しておりました

が、2026年１月から３月の３カ月平均では1,546万PV超となっており、2025年10月から12月の３カ月平均のPV数

と比べ増加となりました。

「Medical DOC」の記事は、医師や医療アドバイザーが監修している信頼性の高い記事であり、検索のアルゴ

リズムに沿ったものであり、かつ生成AIの参照元としても利用されており、PVの増加はもちろん、プラット

フォームとしての価値も上がってきております。このような背景もあり、主たるサービスである当社の医療機

関の紹介記事やそれに付帯するサービスの反響も大きく、当連結会計年度において契約件数は4,627件となりま

した。

このような取り組みの結果、セグメント売上高は5,034,669千円(前年同期比19.7％減)、セグメント利益は

1,784,678千円(前年同期比43.2％減)となりました。

 

(スマートクリニック事業)

スマートクリニック事業では、「クリニックオートメーションによる患者さんの利便性・クリニックの生産

性最大化」をビジョンに掲げ、主にクリニックの業務効率化を進め、医療人材不足への対応、不要な医療事務

業務の撲滅、患者さんの待ち時間短縮を目指し、サービス開発を進めております。

受付業務の省力化・電話件数の削減を目的とした「NOMOCa AI chat」の販売に続き、前連結会計年度の第３

四半期においては、電話対応を完全自動化させる「NOMOCa AI call」の提供を開始いたしました。当サービス

の提供は、ChatとCallの商品があることにより、クリニックの最も負荷が多い受付業務である「電話業務」に

かかる時間やコストを削減し、医療DX化により、ヒトからAIへタスクシフトすることでスタッフに余裕を生み

出すこと、更には患者さんの利便性が向上することが可能となる取り組みになります。前連結会計年度の第３

四半期から開始した無償トライアルを含め、現時点では既存客を含めてサービスをご利用いただき、サービス

のPDCAサイクルを引き続き回しております。現時点では無償と有償含めて209件の契約を締結させていただき、

サービスの提供を進めており、当連結会計年度においては、主力サービスに成長いたしました。

EDINET提出書類

株式会社ＧＥＮＯＶＡ(E38215)

有価証券報告書

 30/136



今後も医療機関の事務業務量の課題を解決するとともに、「クリニックオートメーションによる患者さんの

利便性・クリニックの生産性最大化」という当事業のビジョンを達成するために引き続き取り組んでまいりま

す。

このような取り組みの結果、セグメント売上高は3,354,787千円(前年同期比5.7％増)、セグメント利益は

553,376千円(前年同期比4.4％減)となりました。

 
(歯科流通事業)

歯科流通事業では、当社子会社である株式会社ASANOが「歯科医療の今と未来を繋ぐ」というビジョンのも

と、卸売業を成長エンジンの一つに据え、DX事業との連動で収益性と持続成長性の両立を進めております。

卸売業では、海外先進メーカーと国内大手とのアライアンスを一段と深化させ、歯科用CT、口腔内スキャ

ナー、AI画像診断といったデジタル診断、3DプリンターやCAD/CAM、治療用レーザー等の精密治療機器、予防・

メンテナンス機器まで高付加価値領域を拡充し、医院の診断精度・治療効率・患者負担軽減を同時実現してい

ます。単なる機器納入に留まらず、デジタル導入に伴うワークフロー再設計、スタッフ研修、保守・校正を含

む長期契約、ファイナンス提案、開業支援をパッケージ化しており、網羅的なソリューションを提供しており

ます。これにより初期負担を抑えつつ投資回収を明確化し、消耗材・保守を含む継続収益を強化することで、

製品ミックスの高付加価値化と在庫回転の改善を同時に進めております。

また、仕入価格・物流費の変動には複線調達と価格最適化で対応し、為替リスクと供給網の不確実性を抑制

しております。加えて、アフターメンテナンスの即応体制を再構築し、稼働率向上と顧客満足の向上がクロス

セル・リピートに寄与しています。

当社グループとしては、当社のマーケティングオートメーションとインサイドセールスを活用し、見込み顧

客の質と量の改善を図っております。案件化から受注、保守契約・クラウドサービス契約への展開までパイプ

ライン管理を高度化し、CACの早期回収に繋げています。今後もアライアンス拡大、価格・在庫の精緻運営、プ

ロダクト・サービスの連携強化により、現場で選ばれる提案力と安定したキャッシュ・フローを確立し、中長

期の成長機会を的確に捉えてまいります。

このような取り組みの結果、セグメント売上高は2,391,401千円、セグメント損失は140,514千円となりまし

た。

 
(DX事業)

DX事業では、医療機関向けのDXソリューションの提供を行っております。具体的には、クラウド型のカルテ

サービス「カルテクラウド」の導入や、予約管理などのクラウド型サービスを提供し、LINEと連携している

「クリニッククラウドGR」の導入を加速しております。予約の完全自動化で電話・受付業務を大幅に削減し、

24時間の予約・変更を可能にすることで患者利便性を高めています。導入先では、業務内容の可視化テンプ

レートを用いて作業標準化を支援し、権限設計・監査ログにより在宅勤務の可否判断と遠隔運用の統制を担保

し、オンボーディングとeラーニングを強化して導入担当者の不安を解消することで、解約率の低位安定を促進

しています。

卸売業の広範な顧客網とDXのクラウドサービスを一体提案することで導入障壁を下げ、LTVの最大化とストッ

ク収益の積み上げを実現しています。

　このような取り組みの結果、セグメント売上高は311,686千円、セグメント利益は85,144千円となりました。

 
③　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ554,729千円

減少し、5,317,442千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、196,159千円(前連結会計年度は1,194,851千円の収入)となりました。主な

増加要因は、税金等調整前当期純利益507,658千円、仕入債務の増加331,756千円、株式報酬費用135,944千円、

主な減少要因は、売上債権の増加額242,590千円、法人税等の支払額666,106千円であります。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、952,054千円(前連結会計年度は275,933千円の支出)となりました。主な減
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少要因は、事業譲受による支出675,714千円、有形固定資産の取得による支出98,729千円、敷金及び保証金の差

入による支出178,410千円であります。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、199,631千円(前連結会計年度は1,014,917千円の支出)となりました。主な

増加要因は、長期借入による収入824,000千円、主な減少要因は、配当金の支払額519,195千円、長期借入金の

返済による支出109,125千円であります。

 
 
④　生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当社グループが提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

 

ｂ．受注実績

当連結会計年度の受注実績をセグメント別に示すと次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

セグメントの名称 受注高(千円) 前期比(％)

メディカルプラットフォーム事業 4,821,239 79.4

スマートクリニック事業 2,977,865 115.5

 その他 229,125 78.0

合計 8,028,230 89.7
 

（注）歯科流通及びDX事業は、提供するサービスの性格上、当該記載を省略しております。
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ｃ．販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

セグメントの名称 販売高(千円) 前期比(％)

メディカルプラットフォーム事業 5,034,669 80.3

スマートクリニック事業 3,347,582 105.5

歯科流通事業 2,391,401 －

DX事業 311,686 －

 その他 480,630 85.1

合計 11,565,971 115.6
 

 
また、サービスごとの販売実績は次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

サービスの名称 販売高(千円) 前期比(％)

Medical DOC 5,032,522 80.3

NOMOCa 2,997,287 105.2

CLINIC BOT 179,603 83.2

スケッチピストン 157,578 155.2

歯科用商材 2,391,401 －

DXサービス 311,686 －

その他 495,890 86.5

合計 11,565,971 115.6
 

(注)１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、その割合が100分の10

以上に該当する相手先がないため記載を省略しております。

(注)２．2025年７月１日付で株式会社ASANOを子会社化したため、歯科流通事業及びDX事業の前年同期比較は記載

しておりません。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

 
①　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されてお

ります。

当社グループの連結財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針は「第５ 経理の状況１ 連結財務

諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告

金額並びに開示に影響を与える判断・仮定・見積りを必要としておりますが、これらは期末日における資産・負

債の金額、開示期間の収益・費用の金額及び開示情報に影響を与えます。ただし、これらの見積り、判断並びに

仮定は、実際の結果とは異なる場合があります。

連結財務諸表に関して、経営者が認識している特に重要な見積りを伴う会計方針は、以下のとおりです。

 

貸倒引当金

当社は、債権の貸倒損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。経済環境や取引先の経営環境の急

激な悪化などに起因し、貸倒実績率を超える債権の貸倒れや回収遅延が生じた場合、追加で貸倒引当金の計上

が必要となる可能性があります。

 
のれんの減損

当社グループは、のれんについて、発生日以降20年以内の年数（主として国内連結子会社は14年間）で均等

償却しております。減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しておりますが、当連

結会計年度において減損の兆候はないと判断しております。

のれんの金額の算定の基礎となる事業計画は過去の実績等に基づく見積り販売単価、見込み受注数等を主要

な仮定としております。

これらの主要な仮定は見積りの不確実性を伴うため、重要な変更が生じ超過収益力が毀損していると判断さ

れた場合には、将来においてのれんの減損処理が必要となる可能性があります。

 
②　財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．財政状態に関する認識及び分析・検討内容

「(1) 経営成績等の状況の概要　①　財政状態の状況」に記載のとおりであります。

 
ｂ．経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

(売上高)

当連結会計年度における売上高は、メディカルプラットフォーム事業では運営するメディアのPV数が増加

したことから顧客事業所数は依然として高い水準を維持し、契約件数が4,627件(前期は4,900件)となりまし

た。スマートクリニック事業では精算業務の改善ニーズに加え、医療機関のDX化の推進もあり、新サービス

のNOMOCa AI chatの自動チャットボットが順調なニーズを捉え契約件数がハードウェアとソフトウエアを合

算して1,599件(前期は1,516件)と伸長し、スマートクリニック事業において契約件数が増加したことや、

サービスごとの営業手法の改善や組織的な営業効率の改善やオンライン商談の定着により営業効率が向上し

た結果、11,565,971千円(前期比15.6％増)となりました。

 

(売上原価、売上総利益)

当連結会計年度における売上原価は、事業セグメントのうち、新たに追加した歯科流通事業の原価比率が

高まったことにより44.0％となり、5,095,493千円(前期比93.9％増)となりました。その結果、売上総利益は

6,470,477千円(前期比12.3％減)となりました。

 

(販売費及び一般管理費、営業利益)
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当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、積極的に採用を実施したことに伴う人員の増加や株式

会社ASANOの設立及び事業譲受により、人件費が428,139千円増加したことから、6,070,101千円(前期比

13.4％増)となりました。その結果、営業利益は400,375千円(前期比80.2％減)となりました。

 

(営業外収益、営業外費用、経常利益)

当連結会計年度における営業外収益は38,634千円となり、営業外費用は6,574千円となりました。その結

果、経常利益は432,436千円(前期比78.6％減)となりました。

 

(特別利益、特別損失)

当連結会計年度における特別利益は77,846千円、特別損失は2,624千円となりました。

 

(親会社株主に帰属する当期純利益)

当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、法人税等を232,260千円計上したことによ

り、275,397千円(前期比80.5％減)となりました。

 
③　キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容については、「(1) 経営成績等の状況の概要③　キャッシュ・フ

ローの状況」に含めて記載しております。

当社グループは、事業運営上、必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としておりま

す。

当社グループの主な資金需要は、事業規模の拡大による人件費に係る運転資金となります。これらの資金需要

につきましては、自己資金によることを基本としておりますが、必要に応じて銀行借入で調達する方針でありま

す。

当社グループの事業は先行投資となる仕入等は無く、提供サービスに対する対価を顧客から受領するビジネス

モデルであります。現時点で、短期的な資本の財源及び資金の流動性に問題はありませんが、今後も資金の残高

及び各キャッシュ・フローの状況を常にモニタリングしつつ、資本の財源及び資金の流動性の確保・向上に努め

て参ります。

 
④　経営成績に重要な影響を与える要因について

「３　事業等のリスク」に記載のとおり、様々なリスク要因が当社グループの経営成績に重要な影響を与える

可能性があると認識しております。

そのため、当社は常に市場動向、政府の政策に留意しつつ、内部管理体制の強化、優秀な人材の確保と育成等

に力を入れ、当社の経営成績に重要な影響を与えるリスクに対し、適切に対応を行ってまいります。

 
⑤　経営の問題意識と今後の方針について

今後の方針については、「１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照ください。
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⑥　経営目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の進捗について

当社グループは、事業の進捗を図るため売上高及び営業利益を重要な経営指標としており、高い成長と高収益

な事業体制を構築するため売上高成長率と営業利益率についても重要な経営指標としております。

また、売上高を構成する要素として主要なセグメント別の年間契約件数を経営成績に影響を与える重要な指標

として捉えております。加えて、当社グループは全国の医療機関に向けた営業力を強みとしており、それを図る

指標として、営業人員一人当たり売上高を重要な経営指標として位置付けております。

当該指標に対する今後の方針としては、主要な２軸のセグメントをそれぞれ強化していくことで売上高、営業

利益の成長につなげていきたいと考えております。また、顧客満足度の向上の結果セグメント別の年間契約件数

及び営業人員一人当たり売上高の増加に繋がると考えており、顧客満足度の向上を促すためのサポート体制を構

築しております。

なお、各指標については、売上高は株式会社ASANOの設立及び事業譲受もあり、堅調に伸長いたしました。売上

高成長率は15％を超過しており、経営目標の達成に向けて進捗は良好であると判断しております。

 

決算情報等

第20期連結会計年度 第21期連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

売上高(千円) 10,006,101 11,565,971

営業利益(千円) 2,026,131 400,375

売上高成長率(％) 15.2 15.6

営業利益率(％) 20.2 3.5

年間契約件数(件)   

メディカルプラットフォーム事業 4,900 4,627

スマートクリニック事業 1,516 1,599

営業人員一人当たり売上高(千円) 38,934 31,587
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５ 【重要な契約等】

(1) 営業に関する重要な契約

 

契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容 契約期間

株式会社GENOVA
(当社)

株式会社APOSTRO
(旧社名：株式会
社新世紀)

2021年３月１日
当社が販売する自動受付精算機
(NOMOCa-Stand,NOMOCa-Regi)
の製造委託契約

2021年３月１日から
2022年２月28日まで
以後１年毎の自動延長

株式会社GENOVA
(当社)

株式会社APOSTRO
(旧社名：株式会
社新世紀)

2022年３月25日
当社が販売する自動受付精算機
(NOMOCa-Stand,NOMOCa-Regi)の
保守委託契約

2022年３月25日から
2025年３月24日まで
以後１年毎の自動延長

株式会社GENOVA
(当社)

株式会社APOSTRO
(旧社名：株式会
社新世紀)

2024年２月９日
当社が販売する自動受付精算機
(NOMOCa-Stand,NOMOCa-Regi)
の総販売代理店契約

2024年２月９日から
2029年２月28日まで
以後１年毎の自動延長

 

 
(2）事業譲受に関する契約

当社の連結子会社である株式会社ASANOは、2025年４月11日開催の当社取締役会決議に基づき、同日付で株式会

社ADI.Gとの間で事業譲渡契約を締結し、同年７月１日付で事業の譲受を完了いたしました。

詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事項　（企業結合等関係）」に記載のとおりです。

 
(3）連結子会社の吸収合併

当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社GENOVA

DESiGNを消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、2026年４月１日付で吸収合併を行いました。

詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事項　（重要な後発事象）」に記載のとおりです。

 
(4）株式譲渡契約

当社は、2026年４月１日開催の取締役会において、有限会社アカサカ歯材社の全持分を取得し連結子会社化す

ることを決議し、2026年４月21日付で連結子会社化しました。

詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事項　（重要な後発事象）」に記載のとおりです。

 
(5) その他の重要な契約

 ① 企業・株主間のガバナンスに関する合意

該当事項はありません。

 ② 企業・株主間の保有株式の処分・買い増し等に関する合意

該当事項はありません。

 ③ ローンと社債に付される財務上の特約

該当事項はありません。

 
６ 【研究開発活動】

当連結会計年度の主な研究開発活動は、メディカルプラットフォーム事業のMedical Doc AIの開発費用やオンライ

ン診療のシステム開発とスマートクリニック事業の自動精算機であり、主に顧客の利便性向上のための機能改善を

行っており、研究開発費は100,276千円であります。

開発体制については、専属１名と外部委託先にて行っており、主な内容はメディカルプラットフォーム事業では

Medical DOCの機能拡充開発32,074千円、スマートクリニック事業はNOMOCa-Stand等の開発人件費及び外注費15,384千

円、SMART One開発27,776千円であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当社グループは、主要サービスの利用拡大、安定的にサービスの維持・向上を図ること、また、市場ニーズ、技術

革新等に対応した新しいサービス、機能提供を主目的として、設備投資を行っております。

当連結会計年度の設備投資は、98,661千円となりました。主な内容は、東京本社の備品の取得39,939千円でありま

す。

 
２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

     2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)建物附属

設備
(千円)

工具、器具
及び備品
(千円)

車両運搬具
(千円)

リース資産
(千円)

合計
(千円)

本社オフィス
(東京都渋谷区)
ほか４支店、４営業所

事務所用設備
リース資産

97,451 92,447 － 7,785 197,683 415

 

(注) １．従業員数は就業人員数であります。

２．本社の建物は全て賃借しており、その年間賃借料は306,716千円であります。

 
(2) 国内子会社

    2026年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数
(名)建物及び

構築物
土地
(面積㎡)

リース
資産

その他 合計

㈱ASANO
本社オフィス
(石川県金沢市)
ほか６支店等

歯科流通
DX事業

事務所・
物流施設

36,545
201,350
(2,569)

8,921 144 246,961 92

 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品等の合計であり、建設仮勘定は含まれておりません。

 ３．従業員数は就業人員数であります。

 
(3) 在外子会社

重要性がないため、記載を省略しております。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

該当事項はありません。

 
(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,837,600 17,838,100
東京証券取引所
プライム市場

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は
100株であります。

計 17,837,600 17,838,100 ― ―
 

(注）１．2026年４月１日から2026年５月31日までの間に、新株予約権（ストック・オプション）の行使により500株

増加しております。

(注）２．「提出日現在発行数」欄には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストッ

ク・オプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

 
① 【ストックオプション制度の内容】

 

 第３回新株予約権

決議年月日 2017年12月13日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　　　 ２(注)５
当社従業員　　　 115(注)５

新株予約権の数(個)※ 10(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　10,000
(注)６

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 125(注)２、６

新株予約権の行使期間 ※
自 2019年11月30日
至 2027年11月29日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)※

発行価格  125
資本組入額 62.5
(注)２、６

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることが
できないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年５月31日）

において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記

載を省略しております。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、2,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
 

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子

会社の取締役、監査役、執行役員、従業員若しくは社外協力者(顧問、アドバイザー、コンサルタントそ

の他名目の如何を問わず当社若しくは当社子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者を意

味する。)又はこれらに準じた地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただ

し、会社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②　新株予約権者が死亡した場合でも相続はできないものとする。

③　新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行

使できない。
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４．当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前におい

て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定

めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権

の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)１に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

表中で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約

権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

(注)３に準じて決定する。

５．付与対象者の権利の行使や退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」

は当社従業員５名であります。

６．2022年７月13日開催の取締役会決議により、2022年８月19日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。
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第７回新株予約権

(有償ストックオプション)
第８回新株予約権

(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日 2023年５月１日 2023年５月１日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　　　 １
当社従業員　　　 ７

当社取締役　　　 １
当社従業員　　　 ７

新株予約権の数(個)※ 1,969［240］(注)１ 1,830［95］(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　196,900［24,000］ 普通株式　183,000［9,500］

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,251(注)２ １(注)２

新株予約権の行使期間 ※
自 2025年７月１日
至 2031年５月18日

自 2024年５月20日
至 2029年５月19日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)※

発行価格  1,251
資本組入額  625.5
(注)２

発行価格  1,976
資本組入額  988
(注)２

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をするこ
とができないものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)５
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
 

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、2025年３月期、2026年３月期及び2027年３月期の３事業年度における当社の連結損益計

算書に記載された連結売上高が、次の各号に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場

合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限

度として本新株予約権を行使できる。

(a) 発行会社の連結売上高が11,000百万円を超過した場合：

行使可能割合 ３分の１

(b) 発行会社の連結売上高が11,500百万円を超過した場合：

行使可能割合 ３分の２

(c) 発行会社の連結売上高が12,000百万円を超過した場合：

行使可能割合 ３分の３

なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及

ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切では

ないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使

用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
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②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、次の各号に掲げる条件(以下、「行使条件」という。)を満たしている場合割当てを受け

た本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約

権を行使できる。なお、当該行使可能割合の結果、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じ

た場合、これを切り捨てるものとする。

(a) 割当日後１年を経過した日を超えた場合：

行使可能割合 ４分の１

(b) 割当日後２年を経過した日を超えた場合：

行使可能割合 ４分の２

(c) 割当日後３年を経過した日を超えた場合：

行使可能割合 ４分の３

(d) 割当日後４年を経過した日を超えた場合：

行使可能割合 ４分の４

②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役

会が認めた場合は、この限りではない。

③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上

を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前におい

て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定

めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権

の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)１に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

表中で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約

権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使の条件

(注)３、４に準じて決定する。
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第９回新株予約権

(有償ストックオプション)

決議年月日 2025年５月１日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社執行役員　　　11

新株予約権の数(個)※
3,570［3,569］
(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式　357,000［356,900］

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 979(注)２

新株予約権の行使期間 ※
自 2027年７月１日
至 2033年５月15日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)※

発行価格  900
資本組入額 450
(注)２

新株予約権の行使の条件 ※ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)４
 

※　当事業年度の末日(2026年３月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在(2026年５月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

         ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

         整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

     ２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

         により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
 

　　　３．新株予約権の行使の条件

　①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2027年3月期から2029年3月期まで

のいずれかの期において、当社の連結損益計算書 （連結損益計算書を作成していない場合には損益計算

書）に記載された連結売上高が、下記（a）から（c）に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約

権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使することができる。

（a）連結売上高の額が16,500百万円を超過している場合：行使可能割合 1/3

（b）連結売上高の額が18,500百万円を超過している場合：行使可能割合 2/3

（c）連結売上高の額が20,500百万円を超過している場合：行使可能割合 すべて

　なお、上記における連結売上高の判定に際しては、当社が2025年５月１日に設立した、当社100％出資によ

る子会社（株式会社ASANO）の売上高を控除した調整後連結売上高を使用するものとし、適用される会計

基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書（連結損

益計算書を作成していない場合には損益計算書）に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではない

と当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使

用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

　また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合に

は、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

　②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または

従業員であることを要する。

　ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りで

はない。

　③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

　④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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　⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　　　４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日

に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式

会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、

吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において

定めた場合に限るものとします。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年６月10日
(注１)

71,010 78,900 ― 100,000 ― ―

2021年10月８日
(注２)

2,000 80,900 15,000 115,000 15,000 15,000

2022年８月19日
(注３)

16,099,100 16,180,000 ― 115,000 ― 15,000

2022年12月22日
(注４)

728,100 16,908,100 602,866 717,866 602,866 617,866

2022年12月22日
～2023年３月31日
(注５)

690,000 17,598,100 43,125 760,991 43,125 660,991

2023年４月１日
～2024年３月31日
(注５)

196,000 17,794,100 12,250 773,241 12,250 673,241

2024年４月１日
～2025年３月31日
(注５)

12,500 17,806,600 1,244 774,486 1,244 674,486

2025年４月１日
～2026年３月31日
(注５)

31,000 17,837,600 4,715 779,201 4,715 679,201

 

(注) １．2021年６月10日付の株式分割(１：10)による増加であります。

２．第１回新株予約権(ストックオプション)の行使によるものであります。

３．2022年８月19日付の株式分割(１：200)による増加であります。

４．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格　　　　　1,800円

引受価額　　　　　1,656円

資本組入額　　　　　828円

払込金総額　1,205,733千円

５．新株予約権の権利行使による増加であります。

６．2026年４月１日から2026年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が500株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ494,250円増加しております。
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(5) 【所有者別状況】

 2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) － 9 28 83 34 22 7,569 7,745 ―

所有株式数
(単元)

－ 11,914 4,154 29,008 6,019 475 126,687 178,257 11,900

所有株式数の
割合(％)

－ 6.69 2.33 16.27 3.37 0.27 71.06 100 ―
 

(注)　自己株式500,068株は、「個人その他」に5,000単元、「単元未満株式の状況」に68株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

平瀬　智樹 東京都渋谷区 5,602,700 32.32

株式会社平瀬商店
東京都渋谷区渋谷2丁目21-1 ヒカリエオフィ
ス棟33

1,333,200 7.69

株式会社EPARK 東京都港区芝浦4丁目16-25 1,091,600 6.30

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番１号 赤坂インター
シティAIR

930,400 5.37

内藤　信至 東京都渋谷区 422,700 2.44

青山　圭秀 広島県尾道市 407,800 2.35

提橋　由幾 東京都港区 200,000 1.15

UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA
SINGAPORE BRANCH - GCSG-JP-
CLIENT ASEET
(常任代理人　シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店)

94 RUE DU RHONE 1212 GENEVE
 (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

200,000 1.15

JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON
BRANCH EQ CO
(常任代理人　株式会社三菱UFJ
銀行)

BAHNHOFSTRASSE 45 ZURICH SWITZERLAND
8098
(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)

193,600 1.12

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海1丁目8-12 174,000 1.00

計 ― 10,556,000 60.89
 

(注) １．発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しており

ます。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2026年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 500,000
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

173,257

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であり
ます。単元株式数は100株であり
ます。

17,325,700

単元未満株式
普通株式

― ―
11,900

発行済株式総数 17,837,600 ― ―

総株主の議決権 ― 173,257 ―
 

(注) １.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式68株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

    2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社GENOVA
東京都渋谷区２丁目21番
１号

500,000 － 500,000 2.8

計 ― 500,000 － 500,000 2.8
 

(注) １．上記以外に自己名義所有の単元未満株式68株が含まれております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 普通株式
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　　該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 500,068 ― 500,068 ―
 

(注)　当期間の保有自己株式数には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取によ

る株式数は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、現在成長段階にあると認識しており、事業拡大や組織体制整備への投資のため、内部留保の充実が重要で

あると考え、会社設立以来配当を実施しておりませんでした。しかしながら、株主還元を適切に行っていくことが経

営上重要であると認識しており、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、将来

的には、安定的な配当を行うことを検討していく方針であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり30円の普通配当を実施することを予定しており

ます。この結果、当事業年度の連結配当性向は188.7％となります。2027年３月期におきましても、上記方針に加え、

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝の意を表し、１株当たり30円の普通配当の実施を予定しております。

また、内部留保資金につきましては、人材確保及び人材教育、ならびに中長期的な事業原資として利用していく方

針であります。

当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」

旨を定款に定めております。また、当社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行う

ことができる旨を定款に定めております。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

2026年６月23日
520,125 30

定時株主総会決議(予定)
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションに掲げており、それを実現させるた

めには、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題だと認識しております。株主やパートナー企

業等全てのステークホルダーとの対話を重視し、そのような活動を通して認識される社会的責任に配慮しなが

ら、効率経営を推進し、持続的な成長に努めております。

 
②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

ａ　企業統治の体制の概要

当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業

を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経

営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。

 
本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。

(A) 取締役会

取締役会は、提出日(2026年６月22日)現在、取締役６名(うち社外取締役３名)で構成され、取締役会規則

に基づき、毎月１回開催しており、会社の経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督

しております。

取締役会における議長は、平瀬智樹(代表取締役社長)が務めております。なお、構成員につきましては、

「（２）役員の状況　①役員一覧」をご参照ください。

 
(B) 監査役会及び監査役

監査役会は、提出日(2026年６月22日)現在、常勤監査役１名、非常勤監査役２名(計３名、全員社外監査

役）からなり、監査役会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。また、監査役は取締役会

及び経営会議等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、主要な子会社、事業

所及び営業所を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査してお

ります。さらに、内部監査室とは、常勤監査役が適時情報を共有し監査役会において内部監査の状況を共有

しております。会計監査人とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を

図っております。

監査役会における議長は、佐々木強(常勤監査役)が務めております。

 
(C) 経営会議

経営会議は、当社代表取締役社長平瀬智樹、取締役(社外取締役を除く。)、また必要に応じて代表取締役

社長が指名する者で構成されており、原則月２回以上、定期的に開催しております。経営会議では、当社グ

ループの組織、運営、その他の経営に関する重要な事項の審議を行い、取締役会への付議議案についての意

思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を図っております。

 
(D) 内部監査

内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室(３名)が実施しております。内部監査室は、年間内部監査計画

に基づき、当社グループの各子会社、事業所及び営業所を往査の上、業務遂行状況等を監査しており、当該

監査の結果については代表取締役社長に報告し、必要に応じて改善指示、フォローアップ監査を実施してお

ります。監査役会には定期的に情報を共有しております。また、会計監査人とは定期的に情報を共有する場

を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。

 
(E) 会計監査人

当社の会計監査人は、太陽有限責任監査法人であり、関係法令に則り会計監査を行っております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＧＥＮＯＶＡ(E38215)

有価証券報告書

 51/136



 

(F) 指名・報酬委員会

当社は、取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役

会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を

図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会(社外取締役３名、社内取締役１

名)を設置しており、取締役の指名、報酬体系等に関する原案等についての諮問に対する答申を行っており、

客観的な立場から意見聴取を行った上、取締役会にて決定いたします。(委員長：社外取締役提橋由幾、委

員：取締役武田幸治、社外取締役佐藤有紀、社外取締役佐野哲哉)

※　当社は、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役６名選任の件」を提

案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は６名(内、社外取締役３名)となります。構

成員については、後記「(２)役員の状況①b.」をご参照ください。

 
(G) リスク・コンプライアンス委員会

　当社ではグループリスク管理規程及びグループコンプライアンス規程に基づき、財務経理部担当取締役を委

員長とするリスク・コンプライアンス委員会がリスク管理及びコンプライアンスに関する事項を統括しており

ます。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループにおけるリスクの分析及び評価を行うとともに、認

識したリスクに対する監視を継続し、活動の状況について定期的に取締役会に報告を行っております。経営に

重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクが発生した場合には、同委員会にて対応策を検討し、取締役会に提言

を行うこととしており、緊急時には速やかな情報伝達と指揮命令を行う体制を整備しております。また、コン

プライアンスに関する問題を未然に防ぐための予防策の検討、業務ルールの見直しや研修計画についても同委

員会において協議を行っております。

 
(H) サステナビリティ委員会

　当社は、サステナビリティに関する課題への対応を経営の重要事項と位置付け、担当取締役を委員長とする

サステナビリティ委員会を設置しています。同委員会は、気候変動を含む環境・社会課題に関する方針・施策

の検討および温室効果ガス排出量の把握・管理等を行い、その活動状況を定期的に取締役会に報告していま

す。

 
当社のコーポレート・ガバナンス体制の整備の状況を模式図で示すと以下のとおりとなります。
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ｂ　当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社であります。社外取締役を擁した取締役会、社外監査役を擁した監査役会を設置

する体制が、経営の意思決定における監督機能と業務執行の適正性を確保し、経営の健全性及び透明性を高

め、経営スピード及び経営効率を図る上で最適と判断しており、現在の体制を採用しております。社外取締役

は、取締役会において、豊富な経営経験や高い見識に基づき、中立的立場から経営判断の妥当性や倫理性の観

点により意見を述べております。社外監査役は、取締役会において、業務上の豊富な経験と専門的見地に基づ

き、意思決定の妥当性及び適切性を確保するための発言を行っております。

 
③　企業統治に関するその他の事項

(a) 内部統制システムの整備の状況

当社は「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとしており、このミッションのもと、継続

的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めていくことが重要な経営課

題と位置付けています。そのうえで、業務の適正を確保するために必要な内部統制システムの確保・整備は、

必要なプロセスであるため、2021年２月26日開催の取締役会にて、「内部統制システムの基本方針」を定める

決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下の

とおりです。

(A) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに業務の適正を

確保するために必要な体制

ⅰ　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため、「コ

ンプライアンス管理規程」を定める。

ⅱ　「コンプライアンス管理規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全役員及び使用

人に対し周知徹底を図る。

ⅲ　「内部通報規程」に基づき社内外に通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。

ⅳ　取締役は、重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役

会に報告する。

ⅴ　監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

ⅵ　内部監査部門は、社内規則に基づき内部監査を実施し、使用人の職務における法令、定款及び社内規則

の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。

ⅶ　監査役及び監査役会は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合

は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。

ⅷ　取締役及び使用人の法令及び定款違反等の行為については「賞罰委員会規程」を制定し、適正に処分を

行う。

(B) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ　取締役及び使用人の職務施行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規

程」その他社内規則に基づき作成、保存、管理する。

ⅱ　保存期間は、文書又は情報の種類、重要性に応じて「文書管理規程」その他社内規則に規定された期間

とする。

ⅲ　取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができるものとする。
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(C) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ　リスク管理の基礎として定める「グループリスク管理規程」に基づき、リスクを横断的に管理するリス

ク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。

ⅱ　経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、リスクの状況を適時に把握、管

理する。

ⅲ　内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、管理の状況について監査を行う。

ⅳ　「グループリスク管理規程」を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生

した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。

ⅴ　当社商品及びサービスに関するクレーム等の風評被害が発生するおそれがある場合には、「グループリ

スク管理規程」に従い外部専門家と協力して迅速かつ適切な対応をとる。

(D) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ　取締役会を原則月１回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締

役自らの業務執行の効率化を図る。

ⅱ　経営会議を原則月２回定期的に開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職務の

執行が効率的に行われることを補完する。

(E) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ　子会社の取締役等(会社法施行規則第100条第１項第５号イに定める「取締役等」をいう。以下同じ)の職

務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社との間で定期的に経営状況及び財務状況の報告会を開く。

ⅱ　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．「グループリスク管理規程」を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発

生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。

ロ．子会社商品及びサービスに関するクレーム等の風評被害が発生するおそれがある場合には、子会社か

らの報告を受け、当社及び子会社が連携して、「グループリスク管理規程」に従い外部専門家と協力

して迅速かつ適切な対応をとる。

ⅲ　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における

位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監

督する。

ロ．当社は、子会社における意思決定について、子会社の「取締役会規程」、「職務権限規程」その他の

各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業

務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。

ⅳ　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当社グループ行動規範を適用する。

ロ．子会社における内部統制システムの整備に関する指導及び支援を行う。

ハ．当社監査役において子会社の監査役と意見交換を行い、連携する。

(F) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が、その職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合、必要な

員数及び求められる資質について、監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。

(G) 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

ⅰ　補助使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。

ⅱ　補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の意見を尊重する。

(H) 監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

補助使用人は、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼務させないことにより、監査役の補助使用

人に対する指示の実効性を確保する。
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(I) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

ⅰ　取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したと

きには、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、監査役か

ら業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければならない。

ⅱ　前項により監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制を構築する。

(J) 子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするた

めの体制

ⅰ　当社は、子会社との間で予め、子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた

者が、子会社の取締役会若しくは監査役を介して又は直接に、当社の取締役、監査役、使用人に報告す

ることができる体制を整備する。

ⅱ　当社は、前項の体制により当社取締役又は使用人が、子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれら

の者から報告を受けたときは、速やかに当社の監査役に報告する体制を整備する。

ⅲ　前各項により報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する

ための体制を構築する。

(K) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ　監査役は、取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定

及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

ⅱ　監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。

ⅲ　監査役は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図る。

(L) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に関する方針に関する事項

監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

(M) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置

ⅰ　暴力を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、

「反社会的勢力排除宣言」を定める。

ⅱ　反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素よ

り情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

 
(b) リスク管理体制の整備の状況

当社は、持続可能な成長を確保するために「グループリスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制

の強化を図っております。代表取締役社長及び各管掌取締役並びに執行役員等が潜在的なリスクに対して注意

を払い、リスクの早期発見と顕在化しているリスクについては、その影響を分析し、リスク・コンプライアン

ス委員会において必要な協議をするために、リスクの評価、対策等の協議を行い、具体的な対応を検討してお

ります。また、必要に応じて弁護士、公認会計士等外部の専門家の助言を受けられる体制を整えており、リス

クの未然防止と早期発見に努めております。
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④　責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)との間で、会社法第426条

第１項の責任について職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、取締役会の

決議によって法令の定める範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。

また、当社は、非業務執行取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約は非業務執行取締役及び監査

役が任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とするものであります。

 
⑤　定款で定めた取締役の員数

当社は、取締役の員数を３名以上とする旨を定款に定めております。

 
⑥　取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議について

は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 
⑦　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会の円滑な運営を行うため、

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上

をもって行う旨を定款に定めております。

 
⑧　会社の支配に関する基本方針について

当社では、株式会社の支配に関する基本方針については特に定めておりません。

 
⑨　剰余金の配当などの決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取

締役会の決議により決定することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得や剰余金の配当

等を取締役会の権限とすることで、機動的な財務施策並びに配当政策を実施することを可能とするためでありま

す。

 
⑩　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員、重要な使用人であり、保険料

は全額当社で負担しております。補填の対象は、法律上の損害賠償金、争訴費用としております。なお、被保険

者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損

害等については、補填の対象外としています。
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⑪　取締役会の活動状況

当事業年度(2026年３月期)において、当社は取締役会を毎月１回開催する他、必要に応じて随時開催してお

り、合計22回開催しております。個々の取締役・監査役の出席状況は次のとおりです。

役職名 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役 平瀬智樹 22 22

取締役 上田明尚 22 22

取締役 武田幸治 22 22

取締役
（注1）

井上　祥 16 16

取締役 提橋由幾 22 22

取締役
（注1）

佐藤有紀 16 16

取締役
（注1）

佐野哲哉 16 16

常勤監査役 佐々木強 22 22

監査役 古原暁 22 22

監査役 毛利篤雄 22 22
 

取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議・報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関

する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定め

られた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況について報告を受けております。

（注1）取締役井上祥氏、佐藤有紀氏および取締役佐野哲哉氏は、2025年6月25日開催の第20回定時株主総会におい

て新たに選任され就任したため、就任後に開催された取締役会（合計16回）のみを対象としております。

 
⑫　指名委員会及び報酬委員会の活動状況

当事業年度において、当社は指名委員会及び報酬委員会を５回開催し、各構成員の出席状況は次のとおりで

す。

役職名 氏名 常勤/社外区分

当該事業年度指名委員会
及び報酬委員会出席状況
（出席回数/開催回数）

出席回数

代表取締役
（注1）

平瀬智樹 常勤 １/１

取締役
（注2）

上田明尚 常勤 ４/４

取締役 武田幸治 常勤 ５/５

取締役
（注1）

福井元明 社外 １/１

取締役
（注1）

鈴木孝昭 社外 １/１

取締役 提橋由幾 社外 ５/５

取締役
（注2）

佐藤有紀 社外 ４/４

取締役
（注2）

佐野哲哉 社外 ４/４
 

当事業年度における各委員会の具体的な検討内容は以下のとおりです。

【指名に関する事項】

当社取締役候補者の評価・選定（客観性・公平性の担保）

当社グループの持続的成長を支える経営陣の後継者計画および育成状況に関する検討

【報酬に関する事項】

当社取締役の報酬体系・個人別報酬の妥当性の検証

 
(注1) 代表取締役 平瀬智樹氏、取締役 福井元明氏及び取締役 鈴木孝昭氏につきましては、当事業年度の期中

（2025年６月25日）付の委員交代に伴い退任されたため、在任期間中に開催された各委員会のみを対象

として出席状況を記載しております。
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(注2) 取締役 上田明尚氏、取締役 佐藤有紀氏及び取締役 佐野哲哉氏につきましては、同日（2025年6月25

日）付で新たに委員に選任されたため、就任後に開催された各委員会のみを対象として出席状況を記載

しております。
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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2026年６月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数(株)

代表取締役

社長
平瀬　智樹 1978年２月５日

1997年12月 株式会社テレウェイヴ入社

2000年４月 テレウェイヴリンクス 取締役

2001年６月 同社常務取締役

2005年７月 当社設立、当社代表取締役社長

(現任)

2013年４月 株式会社横浜フリエスポーツクラ

ブ社外取締役

2021年８月 一般財団法人日本スウェーデン歯

科学会理事

2023年８月 株式会社平瀬商店 代表取締役(現

任)

2025年３月 株式会社GENOVA DESiGN 取締役

2025年５月 株式会社ASANO 代表取締役(現任)

(注)３ 6,935,900

取締役

執行役員
武田　幸治 1982年１月13日

2007年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監

査法人トーマツ)入所

2018年４月 当社入社、当社経理担当部長

2018年６月 当社取締役

2018年７月 当社取締役 財務経理部長兼総務

部長

2019年４月 当社取締役 財務経理部長兼総務

部長兼業務部長

2019年６月 当社常務取締役 財務経理部長兼

総務部長兼業務部長

2019年７月 当社常務取締役 管理本部長兼財

務経理部長兼人事総務部長兼業務

部長

2020年６月 当社取締役執行役員 管理本部長

兼財務経理部長兼総務労務部長兼

業務部長

2020年７月 当社取締役執行役員 財務経理部

長兼総務労務部長兼業務部長

2020年10月 当社取締役執行役員 総務労務部

長

2021年９月 当社取締役執行役員

2022年４月 当社取締役執行役員 上場準備室

長

2023年９月 当社取締役執行役員 経理部長

2026年３月 株式会社ASANO 取締役(現任)

2026年４月 当社取締役執行役員 財務経理部

長(現任)

(注)３ 50,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

執行役員
井上　祥 1984年3月24日

2009年４月 横浜労災病院 初期研修医

2011年７月 横浜市立大学 医工連携グローバ

ルCOE特任助手

2015年５月 株式会社メディカルノート 代表

取締役

2018年４月 公益財団法人日本医療機能評価機

構 運営委員(現任)

2020年６月 一般財団法人横浜総合医学振興財

団 理事(現任)

2024年３月 大阪大学 招へい准教授(現任)

2024年10月 横浜市立大学 特任准教授

2025年１月 京都大学 客員研究員(現任)

2025年５月 当社入社　事業推進室長

2025年６月 当社取締役執行役員 事業推進室

長（現任）

2026年４月 滋賀医科大学 客員准教授（現

任）

2026年６月 横浜市立大学 特任教授（現任）

(注)３ ―

取締役 提橋　由幾 1982年１月２日

2003年６月 株式会社メディシス設立 同社代

表取締役

2004年４月 株式会社メディヴァ入社

2012年３月 医療法人社団One-for-all 監事

(現任)

2014年９月 NPO法人キッズアートプロジェク

ト 理事(現任)

2016年９月 一般社団法人予防医療普及協会設

立 同法人代表理事(現任)

2017年５月 一般社団法人日本医療ベンチャー

協会設立、同法人理事(現任)

2018年６月 当社取締役(現任)

2019年６月 データインデックス株式会社 代

表取締役社長 CEO(現任)

2021年６月 一般社団法人国際医療健康交流機

構 代表理事(現任)

(注)３ 200,000

取締役 佐藤　有紀 1977年５月27日

2005年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴

崎法律事務所)入所

2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 入

所

2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁

護士法人虎の門中央法律事務所)

社員

2014年９月 学校法人立教学院立教大学 兼任

講師

2014年11月 株式会社T＆Cコンサルティング

取締役

2015年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルド

レン・ジャパン 監事

2015年５月 株式会社はてな 社外監査役(現

任)

2016年６月 株式会社ZUU 社外監査役

2016年６月 一般財団法人如水会 監事

2016年９月 株式会社ディー・エル・イー 社

外監査役

2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務

所・外国法共同事業 パートナー

2018年９月 一般財団法人社会変革推進機構

監事

2018年10月 株式会社ネットプロテクションズ

ホールディングス 社外取締役(監

査等委員)(現任)

2019年１月 創・佐藤法律事務所 パートナー

2020年６月 公益財団法人一橋大学後援会 監

事(現任)

2020年６月 弁護士法人創・佐藤法律事務所

代表社員(現任)

2021年11月 株式会社ココナラ 社外取締役

2024年４月 トパーズ・リージョナル・パート

ナーズ株式会社 監査役(現任)

2025年６月 当社取締役(現任)

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 佐野　哲哉 1970年１月16日

1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監

査法人トーマツ)入所

1996年６月 公認会計士 登録

2000年５月 フリービット株式会社設立・入社

2001年７月 同社 取締役CFO

2005年８月 グローウィン・パートナーズ株式

会社設立、同法人代表取締役(現

任)

2014年９月 株式会社ブレインパッド 社外監

査役

2015年８月 株式会社ZUU 社外監査役

2017年９月 株式会社ブレインパッド 社外取

締役

2022年６月 株式会社ZUU 社外取締役(監査等

委員)

2025年６月 当社取締役(現任)

(注)３ ―

常勤監査役 佐々木　強 1956年２月20日

1979年４月 株式会社住友銀行(現三井住友銀

行)入行

2008年４月 株式会社クオーク入社 同社執行

役員

2009年４月 株式会社セディナ入社 同社執行

役員

2013年４月 株式会社セディナオートリース

専務取締役

2016年７月 一般財団法人省エネルギーセン

ター 常任監事

2020年10月 一般社団法人Global Healthcare

Hub入職 事務局長

2020年11月 zero&one株式会社入社 同社執行

役員

2021年６月 当社常勤監査役(現任)

2023年６月 株式会社GENOVA DESiGN 監査役

2025年５月 株式会社ASANO 監査役（現任）

(注)４ ―

監査役 古原　暁 1982年３月８日

2005年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2005年10月 あさひ法律事務所入所(現任)

2013年６月 当社監査役(現任)

(注)４ ―

監査役 毛利　篤雄 1963年４月４日

1991年10月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務

所入所

1999年２月 同監査法人 社員就任

2001年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務

所と監査法人太田昭和センチュ

リーが合併(現EY新日本有限責任

監査法人) 同監査法人社員就任

2017年９月 税理士法人横浜総合会計(現Ｈ-1

税理士法人)入所

2017年11月 税理士登録

2018年３月 同税理士法人 社員就任

2018年６月 当社監査役(現任)

2020年１月 H-1コンサルティンググループ株

式会社(現Ｈ-1マネジメント株式

会社) 取締役就任

2020年８月 H-1税理士法人 代表社員就任(現

任)

2020年10月 きさらぎ監査法人(現Mooreみらい

監査法人)社員就任(現任)

2026年１月 H-1マネジメント株式会社 代表取

締役就任(現任)

(注)４ ―

計 7,185,900
 

(注) １．取締役 提橋由幾、佐藤有紀及び佐野哲哉は、社外取締役であります。

２．監査役 佐々木強、古原暁及び毛利篤雄は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機

能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりで

あります。

氏名 職位 管掌範囲

武田 幸治 取締役執行役員 財務経理部長
財務経理部、業務部、総務労務部、IT
部、グループ管理部

井上 祥 取締役執行役員 事業推進室長 事業推進室、MA事業室

大井 昇
執行役員、メディカルプラットフォー
ム事業推進部長　

メディカルプラットフォーム事業推進
部

真野 友義 執行役員 制作部、マーケティング部

高瀬 雄生 執行役員 コンサルティング営業部長

東京メディカル第一営業部、東京メ
ディカル第二営業部、東京メディカル
第三営業部、コンサルティング営業
部、仙台営業所

中谷 顯士 執行役員 営業推進部長

東京デンタル第二営業部、スマートク
リニック営業部、クライアントパート
ナー部、パートナー推進部、営業推進
部、東京デンタル第四営業部

山本 耕平 執行役員
大阪メディカル営業部、大阪デンタル
営業部、福岡支店、金沢営業所

亀田 野恵留 執行役員

CS部、東京メディカルクライアントア
カウント部、東京デンタルクライアン
トアカウント部、大阪クライアントア
カウント部

長島 徹弥 執行役員 サービス企画室長 編集部、サービス企画室

平間 拓也
執行役員 スマートクリニック事業部
長、AI推進室長

スマートクリニック事業部、AIソ
リューション部、AI推進室、スマート
クリニック事業推進部

三木 健太 執行役員 名古屋支店、札幌支店

伊藤 修次郎 執行役員 経営企画室長 経営企画室

加藤 正太 執行役員 戦略人事部長 戦略人事部

大石 誠貴 執行役員 エクスペリエンスデザイン部

下村 直也 執行役員 東京デンタル第三営業部長
東京デンタル第一営業部、東京デンタ
ル第三営業部

 

６．代表取締役社長平瀬智樹の所有株式数は、資産管理会社である株式会社平瀬商店が所有する株式数を含んで

おります。

７．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を

選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

金山　卓晴 1978年10月19日

2004年10月 長島大野常松法律事務所入所

2010年９月 Yetter Coleman LLP入職

2011年８月 Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP入職

2012年12月 あさひ法律事務所入所、カウンセル

2014年１月 同事務所　パートナー(現任)

2016年６月 当社補欠監査役(現任)

―

 

８．所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。
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ｂ．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役６名選任の件」を提案してお

り、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等

につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記

載しております。

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
平瀬　智樹 1978年２月５日

1997年12月 株式会社テレウェイヴ入社

2000年４月 テレウェイヴリンクス 取締役

2001年６月 同社常務取締役

2005年７月 当社設立、当社代表取締役社長

(現任)

2013年４月 株式会社横浜フリエスポーツクラ

ブ社外取締役

2021年８月 一般財団法人日本スウェーデン歯

科学会理事

2023年８月 株式会社平瀬商店 代表取締役(現

任)

2025年３月 株式会社GENOVA DESiGN 取締役

2025年５月 株式会社ASANO 代表取締役(現任)

(注)３ 6,935,900

取締役

執行役員
武田　幸治 1982年１月13日

2007年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監

査法人トーマツ)入所

2018年４月 当社入社、当社経理担当部長

2018年６月 当社取締役

2018年７月 当社取締役 財務経理部長兼総務

部長

2019年４月 当社取締役 財務経理部長兼総務

部長兼業務部長

2019年６月 当社常務取締役 財務経理部長兼

総務部長兼業務部長

2019年７月 当社常務取締役 管理本部長兼財

務経理部長兼人事総務部長兼業務

部長

2020年６月 当社取締役執行役員 管理本部長

兼財務経理部長兼総務労務部長兼

業務部長

2020年７月 当社取締役執行役員 財務経理部

長兼総務労務部長兼業務部長

2020年10月 当社取締役執行役員 総務労務部

長

2021年９月 当社取締役執行役員

2022年４月 当社取締役執行役員 上場準備室

長

2023年９月 当社取締役執行役員 経理部長

2026年３月 株式会社ASANO 取締役(現任)

2026年４月 当社取締役執行役員 財務経理部

長(現任)

(注)３ 50,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

執行役員
井上　祥 1984年3月24日

2009年４月 横浜労災病院 初期研修医

2011年７月 横浜市立大学 医工連携グローバ

ルCOE特任助手

2015年５月 株式会社メディカルノート 代表

取締役

2018年４月 公益財団法人日本医療機能評価機

構 運営委員(現任)

2020年６月 一般財団法人横浜総合医学振興財

団 理事(現任)

2024年３月 大阪大学 招へい准教授(現任)

2024年10月 横浜市立大学 特任准教授

2025年１月 京都大学 客員研究員(現任)

2025年５月 当社入社 事業推進室長

2025年６月 当社取締役執行役員 事業推進室

長（現任）

2026年４月 滋賀医科大学 客員准教授（現

任）

2026年６月 横浜市立大学 特任教授（現任）

(注)３ ―

取締役 提橋　由幾 1982年１月２日

2003年６月 株式会社メディシス設立、同社代

表取締役

2004年４月 株式会社メディヴァ入社

2012年３月 医療法人社団One-for-all 監事

(現任)

2014年９月 NPO法人キッズアートプロジェク

ト 理事(現任)

2016年９月 一般社団法人予防医療普及協会設

立 同法人代表理事(現任)

2017年５月 一般社団法人日本医療ベンチャー

協会設立、同法人理事(現任)

2018年６月 当社取締役(現任)

2019年６月 データインデックス株式会社 代

表取締役社長CEO(現任)

2021年６月 一般社団法人国際医療健康交流機

構 代表理事(現任)

(注)３ 200,000

取締役 佐藤　有紀 1977年５月27日

2005年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴

崎法律事務所)入所

2006年５月 ホワイト＆ケース法律事務所 入

所

2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁

護士法人虎の門中央法律事務所)

社員

2014年９月 学校法人立教学院立教大学 兼任

講師

2014年11月 株式会社T＆Cコンサルティング

取締役

2015年３月 公益社団法人セーブ・ザ・チルド

レン・ジャパン 監事

2015年５月 株式会社はてな 社外監査役(現

任)

2016年６月 株式会社ZUU 社外監査役

2016年６月 一般財団法人如水会 監事

2016年９月 株式会社ディー・エル・イー 社

外監査役

2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務

所・外国法共同事業 パートナー

2018年９月 一般財団法人社会変革推進機構

監事

2018年10月 株式会社ネットプロテクションズ

ホールディングス 社外取締役(監

査等委員)(現任)

2019年１月 創・佐藤法律事務所 パートナー

2020年６月 公益財団法人一橋大学後援会 監

事(現任)

2020年６月 弁護士法人創・佐藤法律事務所

代表社員(現任)

2021年11月 株式会社ココナラ 社外取締役

2024年４月 トパーズ・リージョナル・パート

ナーズ株式会社 監査役(現任)

2025年６月 当社取締役(現任)

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 佐野　哲哉 1970年１月16日

1992年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監

査法人トーマツ)入所

1996年６月 公認会計士 登録

2000年５月 フリービット株式会社設立・入社

2001年７月 同社 取締役CFO

2005年８月 グローウィン・パートナーズ株式

会社設立、同法人代表取締役(現

任)

2014年９月 株式会社ブレインパッド 社外監

査役

2015年８月 株式会社ZUU 社外監査役

2017年９月 株式会社ブレインパッド 社外取

締役

2022年６月 株式会社ZUU 社外取締役(監査等

委員)

2025年６月 当社取締役(現任)

(注)３ ―

常勤監査役 佐々木　強 1956年２月20日

1979年４月 株式会社住友銀行(現三井住友銀

行)入行

2008年４月 株式会社クオーク入社、同社執行

役員

2009年４月 株式会社セディナ入社、同社執行

役員

2013年４月 株式会社セディナオートリース

専務取締役

2016年７月 一般財団法人省エネルギーセン

ター 常任監事

2020年10月 一般社団法人Global Healthcare

Hub入職、事務局長

2020年11月 zero&one株式会社入社、同社執行

役員

2021年６月 当社常勤監査役(現任)

2023年６月 株式会社GENOVA DESiGN 監査役

2025年５月 株式会社ASANO 監査役（現任）

(注)４ ―

監査役 古原　暁 1982年３月８日

2005年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2005年10月 あさひ法律事務所入所(現任)

2013年６月 当社監査役(現任)

(注)４ ―

監査役 毛利　篤雄 1963年４月４日

1991年10月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務

所入所

1999年２月 同監査法人 社員就任

2001年７月 監査法人テイケイエイ飯塚毅事務

所と監査法人太田昭和センチュ

リーが合併(現EY新日本有限責任

監査法人) 同監査法人社員就任

2017年９月 税理士法人横浜総合会計(現Ｈ-1

税理士法人)入所

2017年11月 税理士登録

2018年３月 同税理士法人 社員就任

2018年６月 当社監査役(現任)

2020年１月 H-1コンサルティンググループ株

式会社(現Ｈ-1マネジメント株式

会社) 取締役就任

2020年８月 H-1税理士法人 代表社員就任(現

任)

2020年10月 きさらぎ監査法人(現Mooreみらい

監査法人)社員就任(現任)

2026年１月 H-1マネジメント株式会社 代表取

締役就任(現任)

(注)４ ―

計 7,185,900
 

(注) １．取締役 提橋由幾、佐藤有紀及び佐野哲哉は、社外取締役であります。

２．監査役 佐々木強、古原暁及び毛利篤雄は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結

の時までであります。

４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2030年３月期に係る定時株主総会の終結

の時までであります。
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②　社外役員の状況

当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社と特

段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づき当社の経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役

として選任しています。当社は社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立

役員として同取引所に届け出ております。

当社は2026年６月23日開催予定の第21期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役６名選任の件」を上

程いたします。

社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制

の確立を期待します。

 
社外取締役の提橋由幾は、医療機関の開業や経営支援、医薬品添付文書のデータベース事業を展開するなど医

療従事者との人脈や医療業界への見識が広く、医療業界の見地からも当社の持続的な企業価値の向上に向けて、

社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、当社は、提橋由幾が代表

理事を務める一般社団法人予防医療普及協会と医療に関する記事制作等の取引があり、また、同氏が代表取締役

に就任している時期に株式会社メディシスとアドバイザリー業務として業務委託契約を締結しておりました。た

だし、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独

立性に影響を及ぼすものではなく、現在は取引及び業務委託契約は終了しております。同氏は、当社の株式

200,000株を保有しております。上記以外に、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の

利害関係はありません。

社外取締役の佐藤有紀は、弁護士としての豊富な経験と高い見識及び他社において監査役を歴任された経験に

基づき、取締役会の監督機能の強化、及び公正で透明性の高い経営の実現に資する意見や指導をしていただける

ものと判断しております。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役

員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場から関与いただく予定です。なお、当社と同氏との間には人的関

係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役の佐野哲哉は、公認会計士として培われた専門的かつ豊富な知識・経験及び起業家・経営者として

の幅広いビジネス経験に加え、数々のM&A支援や上場支援業務、TOBに関する複数の独立委員会に関与するなど多

角的な見識をお持ちであり、当社の経営全般に対し客観的かつ的確な助言・提言をいただくことを期待したため

であります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決

定に対し、客観的・中立的立場から関与いただく予定です。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関

係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役の佐々木強は長年、株式会社三井住友銀行で多くの会社経営者と会社経営に関する相談やアドバイ

スを行った実績があり、企業経営に携わり培った豊富な経験と高い見識をもって当社の監査を担っております。

当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

　社外監査役の古原暁は弁護士資格を有し、専門的な法律知識を有しており、その専門性をもって当社の監査を

担っております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありませ

ん。

　社外監査役の毛利篤雄は公認会計士・税理士の資格を有し、会計・税務面について豊富な知識・経験を有して

いることから、その専門性をもって当社の監査を担っております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本

的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

 
③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的

な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報

の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人との間で認識

を共有するとともに、財務経理部等と連携し、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
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(3) 【監査の状況】

①　監査役監査の状況

当社は監査役会設置会社であり、監査役は、定期的な監査役会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内

の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務を十分に監査できる体制となっ

ており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また、必要に応じ

て、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査役は、会計監査人より監査結果報告を

聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監

査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。

当事業年度(2026年３月期)において、当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のと

おりです。

氏名 開催回数 出席回数

佐々木　強 14 14

古原　暁 14 14

毛利　篤雄 14 14
 

 
監査役会の具体的な検討内容は、取締役会議案と決議内容の妥当性、経営会議、リスク・コンプライアンス委

員会での内容審議、内部統制システム、サステナビリティへの取り組み及びリスク管理体制の整備運用状況、会

計監査人による会計監査の妥当性等について独立した立場から検討を行い、必要に応じて提言を実施しておりま

す。

常勤監査役は、役職員との個別面談、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書等の社内書類の閲覧等により

会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充

実を図っております。

 
②　内部監査の状況

当社では、代表取締役直轄の内部監査室(３名)を設置しており、内部監査計画に従い、当社及びグループ全子

会社を網羅するよう内部監査を実施しております。内部監査の結果については、取締役会において直接報告し、

監査役会には定期的に情報の共有をおこなっております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、内部監

査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図って

おります。

内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われ

ているかを評価することを目的としております。

また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、財務経理部等と連携し、

適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 
③　会計監査の状況

ａ　監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 
ｂ　継続監査期間

６年

 
ｃ　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員業務執行社員　上西　貴之

指定有限責任社員業務執行社員　山内　紀彰

 
ｄ　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　４名

その他　６名
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ｅ　監査法人の選定方針と理由

当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関

する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備さ

れていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏ま

えたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。

また、会計監査人が会社法第340条第１項に定める解任事由に該当するときは、監査役会の同意に基づく解

任、又は監査役会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行いま

す。また、監査役会は、会計監査人の独立性、専門性及び監査活動の適切性、妥当性の評価等を勘案し、株主

総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
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④　監査報酬の内容等

ａ　監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 23,400 1,500 32,970 －

連結子会社 － － － －

計 23,400 1,500 32,970 －
 

前連結会計年度における提出会社の非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務であります。

 
ｂ　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ａを除く)

該当事項はありません。

 
ｃ　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ｄ　監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、明文化した決定方針はありませんが、監査公認会計士等の監

査計画の内容、職務遂行の状況、報酬見積りの算定根拠等の妥当性を総合的に勘案し、取締役会で監査役会の

同意を得て決定しております。

 
ｅ　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をし

た理由は、監査役会が、会社法第399条第１項に基づき、取締役や関係部署及び会計監査人に必要事項を確認

し、監査計画の内容や執行状況、提示された報酬見積り額の根拠などが適切であるかを審議し、適切であると

判断したためであります。
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(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社では、取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの

充実を図るため、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置(社外取締役３名を含む４名の取締役で構成)し

ており、また、取締役の固定報酬の額等の決定方法について「役員報酬に関する内規」を定めております。

当社の役取締役の報酬等は、2021年６月29日開催の第16回定時株主総会において、取締役の年間報酬総額の上

限を160,000千円と決議いただいております(決議日時点での取締役の員数は同定時株主総会で新たに選任された

取締役を含め８名)。監査役の報酬等は、2021年６月29日開催の第16回定時株主総会において、年間報酬総額の上

限を45,000千円と決議いただいております(決議日時点では監査役の員数は同定時株主総会で新たに選任された監

査役を含め４名)。

取締役の報酬等につきましては、「役員報酬に関する内規」に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範

囲内で、その職責や貢献度、業務の遂行状況、他社水準等を参考に業務執行取締役が原案を作成して、報酬委員

会の答申又は意見を踏まえたうえで取締役会にて決定しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で

決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会にて協議を行い、決定しております。

 
②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(人)固定報酬

業績連動
報酬

退職慰労金
左記のうち、
非金銭報酬等

取締役
(社外取締役を除く)

125,883 125,883 0 0 0 4

監査役
(社外監査役を除く)

0 0 0 0 0 0

社外役員 51,000 51,000 0 0 0 9
 

(注)　上記には、当事業年度に退任した役員を含んでおります。

 
③　役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 
④　使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＧＥＮＯＶＡ(E38215)

有価証券報告書

 70/136



 

(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、専ら株式の

価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株

式に、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合には、政策保有株式とし

て株式を保有します。取締役会は、保有先企業との取引状況や保有先企業の財務指標、株価、株価指標、配当

等を確認するとともに政策保有株式の保有に伴う便益(事業上の関係等)やリスクが資本コストに見合っている

か等を毎年検証し、保有の適否を判断します。

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 2 50,192

非上場株式以外の株式 － －
 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 
⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

　当社グループは、持続的な企業価値向上に向け、イノベーションの源泉である「人財」を重要な経営基盤と位置付け

ております。医療DXの推進と地域医療への貢献という当社の事業戦略を実現するためには、従業員一人ひとりが能力を

最大限に発揮し、自律的に挑戦できる組織の構築が不可欠であると認識しております。

　この考えのもと、当社は従業員の役割及び成果に応じた公正な評価と処遇の実現を基本方針とし、2026年４月より新

人事制度を導入しております。本制度は、従来の勤続年数に基づく考え方に偏ることなく、職務や役割を踏まえた処遇

を行うことにより、従業員の主体的な挑戦と成長を促すことを目的としております。あわせて、人事戦略「Project The

JUMP」を本格始動させ、評価報酬制度の再構築・人材育成体制の整備・次世代リーダーの育成を推進してまいります。

今後は、本制度及び本戦略の運用状況を踏まえつつグループ各社への適用に向けた検討を進めてまいります。

　また、特定の職務に限定するのではなく、多様な経験機会の提供を通じて従業員の能力開発を図り、幅広い領域で活

躍できる人材の育成を推進しております。これにより、組織としての柔軟性を高めるとともに、中長期的な企業価値の

向上につなげてまいります。

　一方、非正規雇用者に対する処遇については、今後の重要な課題として認識しており、雇用形態にかかわらず従業員

が安心して能力を発揮できるよう、公平性や納得感のある職場環境の整備に向けた検討を進めております。

　今後も、人材戦略と報酬方針の連動を図りながら、従業員のエンゲージメント向上及び組織全体の生産性向上を通じ

て、持続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。
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(2) 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

メディカルプラットフォーム事業 283(0)

スマートクリニック事業 73(0)

歯科流通事業 71(0)

DX事業 21(0)

報告セグメント計 448(0)

その他 15(0)

全社(共通) 66(26)

合計 529(26)
 

(注) １．従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。)であり、臨時雇用者数(派遣社員、契約社員、アルバイト、インターンを含む。)は、年間の

平均人員を( )外数で記載しております。

２．全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2) 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

415 (25) 29.4 3.6 5,269 88.5
 

 
セグメントの名称 従業員数(人)

メディカルプラットフォーム事業 283(0)

スマートクリニック事業 65(0)

歯科流通事業 0(0)

DX事業 0(0)

報告セグメント計 348(0)

その他 6(0)

全社(共通) 61(25)

合計 415(25)
 

(注) １．従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用

者数(派遣社員、契約社員、アルバイト、インターンを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載してお

ります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(3) 労働組合の状況

当社及び当社の連結子会社において、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しておりま

す。
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(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率、労働者の男女の賃金の差異及び男女の平均継

続勤続年数の差異

①　提出会社

 
管理職に
占める
女性労働者
の割合(％)
(注)１，２

男性労働者の
育児休業
取得率(％)
(注)４

労働者の男女の賃金の差異(％)
(注)１，２

男女の平均継続勤務年数の差異
(年)(注)３

全従業員
内正規
雇用者

内パート・
有期雇用者

女性 男性

16.8 25.0 67.4 70.1 107.9 3.40 4.34
 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもので

す。

２．「管理職に占める女性労働者の割合」は2026年３月31日現在、「労働者の男女の賃金の差異」は当事業年度

の割合を記載しています。

３．正社員を対象としております。

４．男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律」(平成３年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律施行規則」(平成３年労働省令第25号)第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出

したものであります。

５．連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び、「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成３年法律第76号)の規定による公

表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法

人により監査を受けております。

 
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、会計専門誌の定期購買並びに

監査法人及び各種団体の主催する研修・セミナーへの積極的な参加を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,872,171 5,317,442

  売掛金 1,613,745 1,856,335

  商品 50,786 63,938

  仕掛品 7,213 9,500

  その他 244,792 439,142

  貸倒引当金 △61,078 △35,510

  流動資産合計 7,727,631 7,650,849

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 212,203 249,693

   車両運搬具 9,896 －

   工具、器具及び備品 213,827 262,789

   土地 － 201,350

   リース資産 30,065 20,343

   減価償却累計額 △265,171 △287,056

   有形固定資産合計 200,821 447,119

  無形固定資産   

   のれん － 1,031,470

   その他 1,957 18,097

   無形固定資産合計 1,957 1,049,568

  投資その他の資産   

   投資有価証券 50,192 50,192

   敷金 319,185 308,949

   繰延税金資産 218,598 625,904

   その他 7,807 123,284

   投資その他の資産合計 595,784 1,108,330

  固定資産合計 798,564 2,605,017

 資産合計 8,526,196 10,255,867
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 160,282 492,039

  １年内返済予定の長期借入金 20,835 117,720

  未払金 300,261 435,442

  未払費用 244,337 266,661

  未払法人税等 345,338 1,080

  未払消費税等 99,434 －

  契約負債 226,215 359,222

  前受収益 － 258,029

  賞与引当金 － 30,467

  その他 92,028 90,126

  流動負債合計 1,488,732 2,050,789

 固定負債   

  長期借入金 － 617,990

  退職給付に係る負債 － 118,614

  長期前受収益 － 503,411

  その他 38,806 66,468

  固定負債合計 38,806 1,306,484

 負債合計 1,527,539 3,357,273

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 774,486 779,201

  資本剰余金 674,486 679,201

  利益剰余金 5,744,591 5,500,793

  自己株式 △640,758 △640,758

  株主資本合計 6,552,805 6,318,437

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 2,492 3,568

  その他の包括利益累計額合計 2,492 3,568

 新株予約権 443,358 576,588

 純資産合計 6,998,656 6,898,593

負債純資産合計 8,526,196 10,255,867
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 ※１  10,006,101 ※１  11,565,971

売上原価 ※２  2,627,773 ※２  5,095,493

売上総利益 7,378,327 6,470,477

販売費及び一般管理費 ※３，※４  5,352,196 ※３，※４  6,070,101

営業利益 2,026,131 400,375

営業外収益   

 受取利息及び受取配当金 3,768 14,462

 解約金収入 1,665 5,034

 受取手数料 8,070 12,994

 その他 1,441 6,143

 営業外収益合計 14,946 38,634

営業外費用   

 支払利息 530 5,246

 市場変更費用 18,000 －

 その他 4,522 1,327

 営業外費用合計 23,053 6,574

経常利益 2,018,024 432,436

特別利益   

 固定資産売却益 ※６  － ※６  3,686

 受取損害賠償金 ※５  － ※５  74,160

 特別利益合計 － 77,846

特別損失   

 固定資産除却損 ※７  － ※７  2,624

 特別損失合計 － 2,624

税金等調整前当期純利益 2,018,024 507,658

法人税、住民税及び事業税 659,900 213,995

法人税等調整額 △55,344 18,265

法人税等合計 604,556 232,260

当期純利益 1,413,468 275,397

親会社株主に帰属する当期純利益 1,413,468 275,397
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

当期純利益 1,413,468 275,397

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 141 1,075

 その他の包括利益合計 ※  141 ※  1,075

包括利益 1,413,609 276,472

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 1,413,609 276,472
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 773,241 673,241 4,331,123 △81 5,777,525

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,244 1,244   2,488

自己株式の取得    △640,676 △640,676

剰余金の配当     －

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  1,413,468  1,413,468

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 1,244 1,244 1,413,468 △640,676 775,280

当期末残高 774,486 674,486 5,744,591 △640,758 6,552,805
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計為替換算

調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 2,351 2,351 257,411 6,037,288

当期変動額     

新株の発行（新株予

約権の行使）
   2,488

自己株式の取得    △640,676

剰余金の配当    －

親会社株主に帰属す

る当期純利益
   1,413,468

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

141 141 185,946 186,087

当期変動額合計 141 141 185,946 961,367

当期末残高 2,492 2,492 443,358 6,998,656
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 774,486 674,486 5,744,591 △640,758 6,552,805

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
4,715 4,715   9,431

自己株式の取得     －

剰余金の配当   △519,195  △519,195

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  275,397  275,397

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 4,715 4,715 △243,798 － △234,367

当期末残高 779,201 679,201 5,500,793 △640,758 6,318,437
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計為替換算

調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 2,492 2,492 443,358 6,998,656

当期変動額     

新株の発行（新株予

約権の行使）
   9,431

自己株式の取得    －

剰余金の配当    △519,195

親会社株主に帰属す

る当期純利益
   275,397

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

1,075 1,075 133,229 134,304

当期変動額合計 1,075 1,075 133,229 △100,062

当期末残高 3,568 3,568 576,588 6,898,593
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 2,018,024 507,658

 減価償却費 79,950 85,090

 のれん償却額 － 58,385

 株式報酬費用 186,934 135,944

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,335 △25,567

 賞与引当金の増減額（△は減少） △40,000 30,467

 受取利息及び受取配当金 △3,768 △14,462

 支払利息 530 5,246

 市場変更費用 18,000 －

 売上債権の増減額（△は増加） △128,778 △242,590

 棚卸資産の増減額（△は増加） △21,745 37,793

 仕入債務の増減額（△は減少） 646 331,756

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 1,082

 固定資産売却損益（△は益） － △3,686

 受取損害賠償金 － △74,160

 前受収益の増減額（△は減少） － △202,428

 未収消費税等の増減額（△は増加） － △101,651

 契約負債の増減額（△は減少） △78,987 132,527

 その他 △16,764 117,484

 小計 2,048,376 778,890

 利息及び配当金の受取額 3,768 14,462

 利息の支払額 △526 △5,246

 法人税等の支払額 △856,766 △666,106

 損害賠償金の受取額 － 74,160

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,194,851 196,159

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △135,881 △98,729

 有形固定資産の売却による収入 － 4,010

 投資有価証券の取得による支出 △49,500 －

 無形固定資産の取得による支出 － △17,450

 資産除去債務の履行による支出 － △1,554

 事業譲受による支出 － ※2  △675,714

 敷金及び保証金の差入による支出 △90,593 △178,410

 敷金及び保証金の回収による収入 41 15,987

 出資金の払込による支出 － △193

 投資活動によるキャッシュ・フロー △275,933 △952,054
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △300,000 －

 長期借入れによる収入 － 824,000

 長期借入金の返済による支出 △56,945 △109,125

 株式の発行による収入 1,500 3,503

 配当金の支払額 － △519,195

 リース債務の返済による支出 △796 △2,763

 新株予約権の発行による収入 － 3,213

 市場変更費用の支出 △18,000 －

 自己株式の取得による支出 △640,676 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,014,917 199,631

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,591 1,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,407 △554,729

現金及び現金同等物の期首残高 5,965,579 5,872,171

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,872,171 ※1  5,317,442
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　3社

主要な連結子会社の名称

智樹(大連)技術開発有限公司

株式会社GENOVA DESiGN

株式会社ASANO

当連結会計年度において、新たに設立した株式会社ASANOを連結の範囲に含めています。

 
２．持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありません。

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、智樹(大連)技術開発有限公司の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日(３月31日)において仮決算を実施したうえで連結しております。その他の連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 
ロ　棚卸資産

①　商品

先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

なお、一部の連結子会社においては、総平均法を採用しております。

 
②　仕掛品

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

 
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降取得した建物及び構築物については定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　２～17年

工具、器具及び備品　２～15年

車両運搬具　　　　　２～６年

 
ロ　無形固定資産(リース資産、のれんを除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用目的のソフトウエアについては、自社における利用可能期間(５年)に基づいております。

ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
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ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
ロ　賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上しております。

 
(4) 退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 
(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

 

①　商品の販売

商品の販売には、医療記事の制作や自動精算機、歯科商材等の販売等が含まれます。原則として商品の引渡時

点にて顧客が当該商品に対する支配を獲得することにより、履行義務が充足されると判断し、引渡時点で収益を

認識しております。

また、商品の販売から生じる収益について、取引価格は顧客との契約に基づき算定しております。

なお、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおり

ません。

 
②　サービスの提供

サービスの提供には、サーバーの運用・管理・保守サービス等が含まれます。

このようなサービスの提供については、履行義務が一定の期間において充足される場合には、履行義務が提供

される期間にわたって収益を認識しております。

取引価格は顧客との契約に基づき算定しております。また、サービスの提供に対する対価は、契約における履

行義務を充足するにつれて、受領しております。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以

内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

 
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

 
(7) のれんの償却に関する事項

14年間の定額法により償却しております。なお、のれんの効果が見込まれない状況が発生した場合には、相当の

減額を行っております。

 
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(重要な会計上の見積り)

会計上の見積りにより当連結会計年度の連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度の連結

財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

 
１．貸倒引当金

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

(千円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

貸倒引当金(流動) △61,078 △35,510
 

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 
①　算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」の「４．会計方針

に関する事項」「(3)重要な引当金の計上基準」に記載しております。

 
②　主要な仮定

一般債権については貸倒実績率により貸倒引当金を計上しており、貸倒実績率は売掛金の経過月数と過去の貸

倒実績をもとに計算しております。これは、将来の貸倒損失は過去の貸倒実績に近似するという仮定に基づいて

おります。

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 
③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

経済環境や取引先の経営環境の急激な悪化などに起因し、貸倒実績率を超える債権の貸し倒れや回収遅延が生

じた場合、翌連結会計年度の貸倒引当金の計上金額に影響を及ぼす可能性があります。

 
２．のれんの評価

(1）当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上した金額

  （単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

のれん － 1,031,470
 

 
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

　株式会社ASANOの事業譲受により取得したのれんは、被取得企業の今後の事業展開により期待される将来の超過収益

力であり、取得価額と対象事業の識別可能な資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上しております。そ

の効果が及ぶ期間にわたって規則的に償却しており、未償却残高は減損処理の対象となります。

　なお、のれんの金額は、当連結会計年度末において企業結合日における識別可能な資産および負債の特定ならびに

時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的情報にもとづき暫定

的な会計処理を行っております。

　減損の兆候の把握においては、株式取得時の事業計画と実績の比較に基づき、超過収益力等の著しい低下の有無を

検討しております。

 減損の兆候があると認められる場合には、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによっ

て、減損損失の認識の要否を判定しますが、当連結会計年度において減損の兆候はないと判断しております。

 
②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　のれんの金額の算定の基礎となる事業計画は過去の実績等に基づく見積り販売単価、見込み受注数等を主要な仮定

としております。
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③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

　これらの主要な仮定は見積りの不確実性を伴うため、重要な変更が生じ超過収益力が毀損していると判断された場

合には、翌連結会計年度の連結計算書類において、のれんの減損損失を認識する可能性があります。

 
(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 
(未適用の会計基準等)

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会)

等

 
(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 
(2) 適用予定日

2028年３月期の期首から適用します。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。
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(連結貸借対照表関係)

　　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行(前連結会計年度は５行)と当座貸越契約を締結

しております。連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次の通りであります。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

当座貸越極度額 1,300,000千円 800,000千円

借入実行残高 － － 

差引額 1,300,000 800,000 
 

 

(連結損益計算書関係)

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)１．顧客との契約から生じる収

益を分解した情報」に記載しております。

 
※２ 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

 

前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

－千円 8,413千円
 

 
※３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

給料及び手当 2,080,055千円 2,424,761千円

販売促進費 735,220 720,881 

貸倒引当金繰入額 60,799 △4,766 

賞与引当金繰入額 △522 30,467 
 

 

※４　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

 151,136千円 100,276千円
 

 

※５　受取損害賠償金の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

連結子会社が提起した損害賠償請求訴訟において、和解が成立したことに伴い発生したものであります。

 
※６ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

工具、器具及び備品 －千円 3,686千円
 

 

※７ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
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 前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 －千円 2,624千円
 

　

(連結包括利益計算書関係)

※　その他の包括利益に係る組替調整額

     

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

為替換算調整額     

当期発生額 141千円 1,075千円

その他の包括利益合計 141 1,075 
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 17,794,100 12,500 － 17,806,600

合計 17,794,100 12,500 － 17,806,600
 

(変動事由の概要)

新株予約権行使による増加　　 12,500株

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 38 500,030 － 500,068

合計 38 500,030 － 500,068
 

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　　　30株

2024年11月19日の取締役会決議による自己株式の取得による増加 500,000株

 
３．新株予約権等に関する事項

 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
2018年ストック・
オプションとしての
第３回新株予約権

― ― ― ― ― ―

提出会社
2023年ストック・
オプションとしての
第７回新株予約権

― ― ― ― ― 159,167

提出会社
2023年ストック・
オプションとしての
第８回新株予約権

― ― ― ― ― 284,190

合計 ― ― ― ― ― 443,358
 

 

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 519,195 30.00 2025年3月31日 2025年6月26日
 

(注)　2025年６月25日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、創立20周年記念配当20円を含んでおります。
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 17,806,600 31,000 － 17,837,600

合計 17,806,600 31,000 － 17,837,600
 

(変動事由の概要)

新株予約権行使による増加  31,000株

 
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

普通株式 500,068 － － 500,068

合計 500,068 － － 500,068
 

 
３．新株予約権等に関する事項

 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
2018年ストック・
オプションとしての
第３回新株予約権

― ― ― ― ― ―

提出会社
2023年ストック・
オプションとしての
第７回新株予約権

― ― ― ― ― 208,983

提出会社
2023年ストック・
オプションとしての
第８回新株予約権

― ― ― ― ― 334,317

提出会社
2025年ストック・
オプションとしての
第９回新株予約権

― ― ― ― ― 33,286

合計 ― ― ― ― ― 576,588
 

 

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 519,195 30.00 2025年3月31日 2025年6月26日
 

(注)　2025年６月25日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、創立20周年記念配当20円を含んでおります。

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2026年６月23日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定です。

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年６月23日
定時株主総会（予定）

普通株式 利益剰余金 520,125 30.00 2026年3月31日 2026年6月24日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

現金及び預金勘定 5,872,171千円 5,317,442千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

－ － 

現金及び現金同等物 5,872,171 5,317,442 
 

 

※２　現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡にかかる資産及び負債の主な内訳

連結子会社株式会社ASANOの事業譲受に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲受価額と事業譲受による支出(純

額)は次のとおりです。

　
流動資産 53,517千円

固定資産 645,233〃

のれん 1,089,855〃

流動負債 △299,040〃

固定負債 △813,850〃

事業の譲受価額 675,714〃

現金及び現金同等物 －〃

差引：事業譲受による支出 675,714千円
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業を行うための資金計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時

的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバ

ティブ取引は行わない方針であります。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、相手先ご

との期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権について定期的な報告を求め、回収懸念の早期把握によ

りリスク軽減を図っております。敷金は、主に事務所の賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒さ

れております。営業債務である買掛金、未払金、未払費用は、ほとんど１年以内の支払期日であります。

短期借入金、長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。そのうち一

部は資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、財務部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽

減を図っております。敷金については、賃貸借契約等に際し、差入先の信用状況を把握しております。当期の連

結貸借対照表日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により

表されています。

②　市場リスク(為替や金利などの変動リスク)の管理

当社グループは、借入金利の変動リスクについて、定期的に市場金利の状況、金融情勢及び借入金残高を勘案

することにより管理しております。

③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動

性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

 
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2025年３月31日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 敷金 319,185 313,743 △5,441

資産計 319,185 313,743 △5,441

(2) 長期借入金(＊３) 20,835 19,977 △857

負債計 20,835 19,977 △857
 

 

当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 敷金 308,949 293,884 △15,064

資産計 308,949 293,884 △15,064

(2) 長期借入金(＊３) 735,710 735,710 －

負債計 735,710 735,710 －
 

(＊１)　「現金及び預金」「売掛金」「短期借入金」「買掛金」「未払金」「未払費用」については、現金であるこ

と、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま

す。

(＊２)　市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度(千円) 当連結会計年度(千円)

非上場株式 50,192 50,192
 

(＊３)　長期借入金は、１年以内に期限の到来する金額を含めております。

 

(注) １．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 
前連結会計年度(2025年３月31日)

 

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 5,872,171 － － －

売掛金 1,613,745 － － －

敷金 30,789 373,837 － －

合計 7,516,707 373,837 － －
 

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 5,317,442 － － －

売掛金 1,856,335 － － －

敷金 46,068 218,404 155,985 －

合計 7,219,846 218,404 155,985 －
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(注) ２．短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2025年３月31日)
 

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 20,835 － － － － －

合計 20,835 － － － － －
 

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 117,720 117,720 117,720 117,720 117,720 147,110

合計 117,720 117,720 117,720 117,720 117,720 147,110
 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し

ております。

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2025年３月31日)

 

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 313,743 － 313,743

資産計 － 313,743 － 313,743

長期借入金 － 19,977 － 19,977

負債計 － 19,977 － 19,977
 

 

当連結会計年度(2026年３月31日)

 

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 293,884 － 293,884

資産計 － 293,884 － 293,884

長期借入金 － 735,710 － 735,710

負債計 － 735,710 － 735,710
 

(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金
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敷金の時価については、返還時期を見積もったうえ、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現

在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。また、固定金利によるもの

は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しており、

レベル２の時価に分類しております。なお、１年以内に返済予定の長期借入金を含めた金額を記載しておりま

す。

 

(有価証券関係)

１．その他有価証券

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
２．売却したその他有価証券

該当事項はありません。

 
３．減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

一部の連結子会社は退職一時金制度を採用しております。

なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。

 

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

  (千円)

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 － －

退職給付費用 － 1,302

退職給付の支払額 － △220

事業譲受による増加額 － 117,532

退職給付に係る負債の期末残高 － 118,614
 

 
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

  (千円)

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

非積立型制度の退職給付債務 － 118,614

連結貸借対照表に計上された負債 － 118,614

   

退職給付に係る負債 － 118,614

連結貸借対照表に計上された負債 － 118,614
 

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　前連結会計年度－千円　当連結会計年度1,302千円
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

(単位:千円)

 前連結会計年度 当連結会計年度

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 186,934 135,944
 

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 

 
第３回
ストック・
オプション

第７回
ストック・
オプション

第８回
ストック・
オプション

第９回
ストック・
オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ２名
当社従業員 115名

当社取締役 １名
当社従業員 ７名

当社取締役 １名
当社従業員 ７名

当社執行役員 11名

株式の種類別のストック
・オプションの数(注)

普通株式
1,168,000株

普通株式
204,900株

普通株式
189,000株

普通株式
357,000株

付与日 2018年１月５日 2023年５月１日 2023年５月１日 2025年５月１日

権利確定条件
権利確定条件は付
さ れ て お り ま せ
ん。

「第４　提出会社
の状況　１　株式
等の状況　(2) 新
株 予 約 権 等 の 状
況」に記載のとお
りであります。

「第４　提出会社
の状況　１　株式
等の状況　(2) 新
株 予 約 権 等 の 状
況」に記載のとお
りであります。

「第４　提出会社
の状況　１　株式
等の状況　(2) 新
株 予 約 権 等 の 状
況」に記載のとお
りであります。

対象勤務期間
期間の定めはあり
ません。

期間の定めはあり
ません。

期間の定めはあり
ません。

期間の定めはあり
ません。

権利行使期間
自 2019年11月30日
至 2027年11月29日

自 2025年７月１日
至 2031年５月18日

自 2024年５月20日
至 2029年５月19日

自 2027年７月１日
至 2033年５月15日

 

(注)　株式数に換算して記載しております。なお、2021年６月10日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を

行っており、2022年８月19日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割

による調整後の株式数を記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2026年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 

  
第３回
ストック・
オプション

第７回
ストック・
オプション

第８回
ストック・
オプション

第９回
ストック・
オプション

権利確定前 (株)     

前連結会計年度末  － 200,900 140,250 －

付与  － － － 357,000

失効  － 4,000 1,000 －

権利確定  － － 47,250 －

未確定残  － 196,900 92,000 357,000

権利確定後 (株)     

前連結会計年度末  38,000 － 46,750 －

権利確定  － － 47,250 －

権利行使  28,000 － 3,000 －

失効  － － － －

未行使残  10,000 － 91,000 －
 

(注)　2021年６月10日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており、2022年８月19日付で普通株式１

株につき200株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

 
② 単価情報

 

  
第３回
ストック・
オプション

第７回
ストック・
オプション

第８回
ストック・
オプション

第９回
ストック・
オプション

権利行使価格 (円) 125 1,251 1 979

行使時平均株価 (円) 690 － 681 －

付与日における
公正な評価単価

(円) － 112,800 197,600 28,000
 

(注)　2021年６月10日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており、2022年８月19日付で普通株式１

株につき200株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションの公正な評価単価は、第３回についてはその付与日時点において、当社株式は未公開企業で

あったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっておりま

す。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フ

ロー法及び類似会社比較法により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

第７回については、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し

て、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定

しております。

第８回および第９回については、割当日においてブラック・ショールズ・モデルによって算定しております。
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４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 

５．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当

連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額

4,250千円

 

(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

15,828千円
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

繰延税金資産      

貸倒引当金 17,327千円  11,462千円

賞与引当金 －  10,230 

未払事業所税 1,951  2,176 

未払事業税 21,897  △678 

税務上の繰越欠損金 －  10,830 

減価償却超過額 56,716  60,049 

退職給付に係る負債 －  41,645 

敷金 26,931  36,800 

株式報酬費用 89,576  106,622 

ソフトウエア －  3,813 

前受収益 －  257,633 

資産調整勘定 －  118,699 

その他 4,610  29,278 

繰延税金資産小計 219,011  688,564 

評価性引当額(注) －  △62,660 

繰延税金資産合計 219,011  625,904 

繰延税金負債      

資産除去債務に対応する除去費用 △360  － 

その他 △422  － 

繰延税金負債小計 △782  － 

繰延税金資産の純額 218,228  625,904 
 

(注）評価性引当額が62,660千円増加しております。この増加は主に、当社において、繰延税金

　　 資産の回収可能性を判断する際の会社分類を変更したこと及び連結子会社の事業譲受を行っ

　　 たことによるものであります。

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

 
当連結会計年度
(2026年３月31日)

法定実効税率

法定実効税率と税効果会計
適用後の法人税等の負担率
との間の差異が法定実効税
率の100分の５以下であるた
め注記を省略しておりま
す。

 30.6％

(調整)    

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.8 

住民税均等割  2.5 

役員給与損金不算入額  0.1 

株式報酬費用  4.8 

連結子会社との税率差異  △0.2 

子会社欠損金  15.7 

税率変更による影響  △3.4 

評価性引当額の増減  △6.0 

その他  △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    45.8 
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(企業結合等関係)

　　連結子会社による事業譲受

　　　当社の連結子会社である株式会社ASANOは、2025年４月11日開催の当社取締役会決議に基づき、同日付で株式

会社ADI.Gとの間で事業譲渡契約を締結し、同年７月１日付で事業の譲受を完了いたしました。

 
１．企業結合の概要

（１）相手企業の名称及びその事業の内容

　　　相手企業の名称　株式会社ADI.G

     取得した事業の内容　　歯科医療用器械・器材・材料・薬品等の開発、販売

　　　　　　　　　　　　　　歯科医院用クラウドサービスの開発、提供

　　　　　　　　　　　　　　歯科医院の開設、改装プロデュース（設計・施行監理）等

（２）事業譲受を行った主な理由

     当社グループは、歯科医療用器械・器材・材料・薬品等の開発・販売、歯科医院向けクラウドサービスの開

発・提供、並びに歯科医院の開設・改装プロデュース等を譲り受けることで、当該事業の一層の成長と顧客満

足度の向上が期待されるとともに、当社グループとしても中核事業への集中を通じた経営の効率化及び財務基

盤の強化を図ることを目的として事業を譲受いたしました。

（３）企業結合日

     2025年７月１日

（４）企業結合の法的形式

     現金を対価とする事業譲受

（５）結合後企業の名称

     名称に変更はありません。

（６）取得企業を決定するに至る主な根拠

　　　現金を対価として事業を譲受したことによるものです。

 
２．連結財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間

　　2025年７月１日から2026年３月31日まで

 
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　　取得の対価　　現金　　 675,714千円

　　取得原価　　　　　　　 675,714千円

 
４．主要な取得関連費用の内容および金額

　　　アドバイザリー費用等　 7,700千円

 
５．発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（１）発生したのれんの金額

　　　1,089,855千円

　　　なお、上記の金額は、当連結会計年度末においては、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定

された金額です。

（２）発生原因

　　　今後の事業展開により期待される将来の超過収益力です。

（３）償却方法及び償却期間

　　　14年間にわたる均等償却
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６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

      流動資産 53,517千円

      固定資産 645,233千円

      資産合計 698,750千円

      流動負債 299,040千円

      固定負債 813,850千円

      負債合計 1,112,891千円
 

 
７．取得原価の配分

     当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了で

あり、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を

行っております。

 
８．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響の概算額及びその算定方法

　　　当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

 

(資産除去債務関係)

当社グループは、本社オフィス等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去

債務として認識しております。

なお、一部の賃貸借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、

当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属す

る金額を費用計上する方法によっております。

また、当社グループで計上している資産除去債務については、量的に重要性が乏しいため、記載を省略しており

ます。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計メディカル
プラット
フォーム
事業

スマート
クリニック
事業

歯科流通
事業

DX事業 計

一時点で移転される財又は
サービス

6,078,186 2,461,498 － － 8,539,685 277,838 8,817,523

一定の期間にわたり移転
される財又はサービス

188,490 687,787 － － 876,278 287,017 1,163,295

顧客との契約から生じる収益 6,266,677 3,149,285 － － 9,415,963 564,856 9,980,819

その他の収益(注)２ － 25,281 － － 25,281 － 25,281

外部顧客への売上高 6,266,677 3,174,567 － － 9,441,245 564,856 10,006,101
 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、WEB制作・保守事業、コンサル

ティング事業等を含んでおります。

２．「その他の収益」の区分は、機器等のレンタルに係る売上であります。

 

当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計メディカル
プラット
フォーム
事業

スマート
クリニック
事業

歯科流通
事業

DX事業 計

一時点で移転される財又は
サービス

4,765,484 2,389,824 2,391,401 － 9,546,710 216,301 9,763,012

一定の期間にわたり移転
される財又はサービス

269,185 921,481 － 311,686 1,502,353 264,328 1,766,682

顧客との契約から生じる収益 5,034,669 3,311,306 2,391,401 311,686 11,049,064 480,630 11,529,694

その他の収益(注)２ － 36,276 － － 36,276 － 36,276

外部顧客への売上高 5,034,669 3,347,582 2,391,401 311,686 11,085,341 480,630 11,565,971
 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、WEB制作・保守事業、コンサル

ティング事業等を含んでおります。

２．「その他の収益」の区分は、機器等のレンタルに係る売上であります。

３．当連結会計期間において株式会社ASANOを新たに連結子会社としたことにより、「歯科流通事業」、「DX事

業」を新たに報告セグメントに追加しております。詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １　連結財務

諸表　注記事項（セグメント情報等）」の「１．報告セグメントの概要」をご参照ください。

 

２．収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)４．会計方針に関

する事項(5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約負債の残高

  （千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

契約負債（期首残高） 305,138 226,215

契約負債（期末残高） 226,215 359,222

前受収益（期首残高） － －

前受収益（期末残高） － 258,029

長期前受収益（期首残高） － －

長期前受収益（期末残高） － 503,411
 

 
 契約負債は、主にメディカルプラットフォーム事業及びスマートクリニック事業、その他のWEB制作・

保守事業に係る顧客からの前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されま

す。

　前受収益及び長期前受収益は、主にDX事業に係る顧客からの前受金に関するものであります。前受収益及び長

期前受収益は、収益の認識に伴い取り崩されます。

 
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、177,652千円であり

ます。

 

(2) 残存履行義務に配分した取引金額

   残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる時期は、以下の通りであります。

  （千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

１年以内 － 257,382

１年超２年以内 － 252,985

２年超３年以内 － 242,937

３年超 － 7,489

合計 － 760,794
 

      なお、当社グループは実務上の便法を適用しており、上記の金額には当初の予想契約期間が１年以内の

　未充足の履行義務に係る取引価格を含めておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　　　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国

内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　当社グループの報告セグメントは従来「メディカルプラットフォーム事業」、「スマートクリニック事業」、

「その他部門」としておりましたが、当連結会計年度より株式会社ASANOが連結子会社となったことに伴い事業セグメ

ントの区分を見直し、報告セグメントを「メディカルプラットフォーム事業」、「スマートクリニック事業」、「歯

科流通事業」、「DX事業」、「その他」の５つに報告セグメントを変更しております。

　なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分に基づき作成しております。

 
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項)」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２，３)

連結
財務諸表
計上額
(注４)

メディカ
ルプラッ
トフォー
ム事業

スマート
クリニッ
ク事業

歯科流通
事業

DX事業 計

売上高          

外部顧客への
売上高

6,266,677 3,174,567 － － 9,441,245 564,856 10,006,101 － 10,006,101

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

－ － － － － － － － －

計 6,266,677 3,174,567 － － 9,441,245 564,856 10,006,101 － 10,006,101

セグメント利益 3,143,107 578,740 － － 3,721,847 113,320 3,835,168 △1,809,036 2,026,131

セグメント資産 1,249,750 795,947 － － 2,045,695 122,386 2,168,084 6,358,111 8,526,196

その他の項目          

減価償却費 33,958 22,542 － － 56,500 2,219 58,720 21,230 79,950

有形固定資産及び
無形固定資産の
増加額

75,233 38,111 － － 113,345 5,228 118,574 9,637 128,211

 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、WEB制作・保守事業、コンサル

ティング事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△1,809,036千円は、報告セグメントに配分していない全社共通費用であります。

３．セグメント資産の調整額6,358,111千円は、主に報告セグメントに帰属しない全社的資産であります。

４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２，３)

連結
財務諸表
計上額
(注４)

メディカ
ルプラッ
トフォー
ム事業

スマート
クリニッ
ク事業

歯科流通
事業

DX事業 計

売上高          

外部顧客への
売上高

5,034,669 3,347,582 2,391,401 311,686 11,085,340 480,630 11,565,971 － 11,565,971

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

－ 7,204 － － 7,204 － 7,204 △7,204 －

計 5,034,669 3,354,787 2,391,401 311,686 11,092,545 480,630 11,573,176 △7,204 11,565,971

セグメント利益又
は損失（△）

1,784,678 553,376 △140,514 85,144 2,282,684 99,088 2,381,772 △1,981,396 400,375

セグメント資産 995,737 757,280 921,742 336,621 3,011,381 111,965 3,123,347 7,132,520 10,255,867

その他の項目          

減価償却費 16,945 12,391 3,006 135 32,478 1,253 33,731 51,359 85,090

のれん償却費 － － － － － － － 58,385 58,385

有形固定資産及
び
無形固定資産の
増加額

26,930 18,200 16,273 2,121 63,525 1,829 65,354 1,123,843 1,189,198

 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、WEB制作・保守事業、コンサル

ティング事業、予防医療等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,981,396千円は、報告セグメントに配分していない全社共通費

用及び歯科流通事業、DX事業に係るのれんの償却額58,385千円が含まれております。

３．セグメント資産の調整額7,132,520千円は、主に報告セグメントに帰属しない全社的資産であります。

４．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

５. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、子会社の事業譲受に伴い発生したのれんが含まれておりま

す。
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【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 
(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

 
３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)

(単位：千円)

 報告セグメント

その他 計
全社・
消去

連結財
務諸表
計上額

メディカ
ルプラッ
トフォー
ム事業

スマート
クリニッ
ク事業

歯科流通
事業

DX事業

のれん未償却残高 － － － － － － 1,031,470 1,031,470

 

（注）１．のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　　　２．「全社・消去」は、歯科流通事業及びDX事業に係るのれんの未償却残高であります。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

該当事項はありません。

 
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 
当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 

(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり純資産額 378.77円 364.64円

１株当たり当期純利益 79.78円 15.89円

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

79.02円 15.74円
 

(注) １．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。
 

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1,413,468 275,397

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

1,413,468 275,397

普通株式の期中平均株式数(株) 17,714,856 17,323,943

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 170,554 162,960

(うち新株予約権(株)) (170,554) (162,960)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

―

第７回新株予約権
(新株予約権の数1,969個
(普通株式　196,900株)
 
第９回新株予約権
(新株予約権の数3,570個
(普通株式　357,000株)
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(重要な後発事象)

(取得による企業結合)

当社は、2026年４月１日開催の取締役会において、有限会社アカサカ歯材社の全持分を取得して連結子会社化

することを決議しました。また、2026年４月21日付で全持分を取得したことにより連結子会社化しました。

 
１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

　被取得企業の名称　有限会社アカサカ歯材社

　事業の内容　　　　歯科材料の販売

 
（２）企業結合を行った主な理由

　　　当社は「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションに掲げ、21世紀型の医療インフラを

創り、クリニックオートメーションによる患者様の利便性・クリニックの生産性最大化に取り組んでお

ります。

当社グループは、2025年７月より株式会社ASANO（以下「ASANO」）を軸とした歯科流通事業を開始いたしま

した。ASANOは長年にわたり歯科医療の現場へ器械・器材・材料を届けてきた、まさに「物流という医療インフ

ラ」の基盤を担う存在です。当社はこのリアルな物流網に、グループの強みであるマーケティング・DX領域を

融合させることで、医療現場の課題解決と新たな価値創出を推進しております。

　今般、当社が持分を取得することを決定したアカサカ歯材社は、主に歯科技工士の方々を対象とした

歯材卸業を提供する会社です。同社は長年の歳月を経て築き上げた顧客への深い関与とリレーションシ

ップを強みとし、地域の歯科医療において欠かせないパートナーとなっております。

本件により、ASANOが持つ広範な歯科流通ネットワークと、アカサカ歯材社が持つ技工領域への専門的な物流

網が統合されます。これにより、歯科医院から歯科技工所までを網羅する強固なサプライチェーンを構築し、

「物流」という側面から日本の歯科医療インフラをより安定的に、かつ効率的に支える体制が整うものと考え

ております。

　アカサカ歯材社を当社グループに迎え入れることにより、歯科流通事業だけでなく、その他の事業と

のシナジー効果も期待されることで、さらなる事業基盤を拡大できるものと判断しており、経営の効率

化を図ることが可能となるものと考えております。

 
（３）企業結合日

　　2026年４月21日

 
（４）企業結合の法的形式

　株式取得

 
（５）結合後企業の名称

　変更はありません。

 
（６）取得した議決権比率

　100％

 
（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

　当社が現金を対価として株式を取得することによるものであります。

 
２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

　　　　取得の対価　現金及び預金 600,000千円

　　　　取得原価 600,000千円
 

 
３．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等(概算額) 　　  13,000千円
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４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

 
５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

 
(多額の資金の借入)

当社は、2026年４月14日開催の取締役会において、株式の取得を目的として、株式会社三井住友銀行から以下

の借入を行うことを決議いたしました。

　　(1）契約締結日　　　　　　　2026年４月30日

　　(2）借入実行日　　　　　　　2026年４月30日

　　(3）返済期日　　　　　　　　2033年４月30日

　　(4）借入金額　　　　　　　　600,000千円

　　(5）返済方法　　　　　　　　元金均等返済

　　(6）担保提供資産の有無　　　無

 
(連結子会社の吸収合併)

当社は、2026年２月13日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、当社の連結子会社である株式会

社GENOVA DESiGNを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、2026年４月１日付で吸収合併を行いま

した。

 
(1) 取引の概要

① 被結合企業の名称及び事業の内容

　 被結合企業の名称　株式会社GENOVA DESiGN

  事業の内容　　　　Webサイトの制作及び運用保守等の業務委託

② 企業結合日

  2026年４月１日

③ 企業結合の方法

  当社を存続会社、株式会社GENOVA DESiGNを消滅会社とする吸収合併

④ 結合後企業の名称

  株式会社GENOVA

⑤ 企業結合の目的

　 被合併会社である株式会社GENOVA DESiGNは、当社100％連結子会社として、当社サービスのWebデザ

インやコンテンツ制作等のクリエイティブ機能を担ってまいりました。この度、メディカルプラット

フォーム事業と制作部門の連携をより強固にし、意思決定の迅速化およびサービス品質の向上を図る

とともに、管理コストの削減により経営体制の効率化を図ってまいります。

⑥ 本合併に係る割当ての内容

　 本合併は、当社による完全子会社の吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割

当てはありません。

 
(2) 実施する会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づ

き、共通支配下の取引として処理する予定です。
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(新株予約権の失効)

当社取締役の上田明尚氏が、2026年４月30日付で辞任したため、当該取締役に割り当てられた第７回及び第８

回新株予約権が失効いたしました。

これにより、翌連結会計年度において新株予約権戻入益として497,319千円の特別利益が発生する予定です。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 20,835 117,720 0.9 －

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

－ 617,990 0.9 2032年

合計 20,835 735,710 － －
 

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。変動利率のものについて

は、当連結会計年度末の利率を利用しております。

 
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総

額
 

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 117,720 117,720 117,720 117,720
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100

分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＧＥＮＯＶＡ(E38215)

有価証券報告書

112/136



(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

(累計期間) 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (千円) 4,974,745 11,565,971

税金等調整前中間(当期)
純利益又は
税金等調整前当期
純損失（△）

(千円) △23,189 507,658

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する
中間(当期)純損失（△）

(千円) △13,928 275,397

１株当たり中間(当期)
純利益又は
１株当たり中間(当期)
純損失（△）

(円) △0.80 15.89
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,793,312 5,066,617

  売掛金 1,581,926 1,436,260

  商品 50,786 24,087

  仕掛品 3,608 4,830

  前払費用 237,872 220,121

  その他 ※２  9,877 ※２  176,292

  貸倒引当金 △56,589 △28,584

  流動資産合計 7,620,794 6,899,627

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物附属設備 212,203 210,613

   車両運搬具 9,896 －

   工具、器具及び備品 210,187 256,207

   リース資産 30,065 10,863

   減価償却累計額 △261,956 △279,999

   有形固定資産合計 200,396 197,683

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1,957 647

   無形固定資産合計 1,957 647

  投資その他の資産   

   関係会社株式 7,500 57,500

   関係会社出資金 2,792 2,792

   投資有価証券 50,192 50,192

   出資金 100 100

   長期貸付金 － 1,204,090

   繰延税金資産 218,512 188,151

   敷金及び保証金 317,896 306,299

   その他 7,707 15,595

   投資その他の資産合計 604,701 1,824,721

  固定資産合計 807,055 2,023,052

 資産合計 8,427,850 8,922,680
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 160,282 183,888

  １年内返済予定の長期借入金 20,835 117,720

  リース債務 2,389 2,389

  未払金 ※２  317,124 ※２  434,298

  未払費用 228,128 251,781

  未払法人税等 345,338 －

  未払消費税等 94,944 －

  契約負債 201,405 314,139

  預り金 21,455 21,093

  賞与引当金 － 13,000

  その他 66,511 62,717

  流動負債合計 1,458,416 1,401,029

 固定負債   

  長期借入金 － 617,990

  資産除去債務 3,425 1,870

  リース債務 8,563 6,173

  長期未払金 26,447 －

  その他 － 26,571

  固定負債合計 38,436 652,605

 負債合計 1,496,852 2,053,634

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 774,486 779,201

  資本剰余金   

   資本準備金 674,486 679,201

   資本剰余金合計 674,486 679,201

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 5,679,425 5,474,812

   利益剰余金合計 5,679,425 5,474,812

  自己株式 △640,758 △640,758

  株主資本合計 6,487,639 6,292,457

 新株予約権 443,358 576,588

 純資産合計 6,930,998 6,869,045

負債純資産合計 8,427,850 8,922,680
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 ※２  9,850,500 ※２  8,686,513

売上原価 ※２  2,567,383 ※２  2,756,660

売上総利益 7,283,117 5,929,852

販売費及び一般管理費 ※１，※２  5,250,360 ※１，※２  5,410,881

営業利益 2,032,756 518,971

営業外収益   

 受取利息及び受取配当金 ※２  3,698 ※２  22,758

 解約金収入 1,665 4,434

 業務受託料 ※２  5,171 ※２  5,357

 受取手数料 ※２  8,070 ※２  10,184

 その他 1,412 1,641

 営業外収益合計 20,018 44,375

営業外費用   

 支払利息 530 5,246

 市場変更費用 18,000 －

 その他 2,143 1,265

 営業外費用合計 20,673 6,511

経常利益 2,032,101 556,834

特別利益   

 固定資産売却益 － 3,686

 特別利益合計 － 3,686

特別損失   

 固定資産除却損 － 2,624

 特別損失合計 － 2,624

税引前当期純利益 2,032,101 557,896

法人税、住民税及び事業税 659,722 212,951

法人税等調整額 △57,528 30,361

法人税等合計 602,194 243,313

当期純利益 1,429,907 314,582
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　労務費  221,388 12.2 237,712 12.1

Ⅱ　経費 ※ 1,588,107 87.8 1,723,635 87.9

当期総費用  1,809,495 100.0 1,961,348 100.0

期首商品棚卸高  31,055  50,786  

期首仕掛品棚卸高  2,848  3,608  

当期商品仕入高  778,378  769,834  

合計  812,283  824,230  

期末商品棚卸高  50,786  24,087  

期末仕掛品棚卸高  3,608  4,830  

売上原価  2,567,383  2,756,660  
 

(原価計算の方法)

実際原価による個別原価計算を行っております。

 
(注)※　内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

外注費(千円) 487,965 536,449

消耗品費(千円) 102,046 119,861

サーバー費(千円) 133,369 133,360

支払手数料(千円) 837,291 912,635

その他(千円) 27,433 21,328
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 773,241 673,241 673,241 4,249,518 4,249,518

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,244 1,244 1,244   

自己株式の取得      

剰余金の配当      

当期純利益    1,429,907 1,429,907

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 1,244 1,244 1,244 1,429,907 1,429,907

当期末残高 774,486 674,486 674,486 5,679,425 5,679,425
 

 

 
株主資本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △81 5,695,919 257,411 5,953,331

当期変動額     

新株の発行（新株予

約権の行使）
 2,488  2,488

自己株式の取得 △640,676 △640,676  △640,676

剰余金の配当  －  －

当期純利益  1,429,907  1,429,907

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  185,946 185,946

当期変動額合計 △640,676 791,719 185,946 977,666

当期末残高 △640,758 6,487,639 443,358 6,930,998
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当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 774,486 674,486 674,486 5,679,425 5,679,425

当期変動額      

新株の発行（新株予

約権の行使）
4,715 4,715 4,715   

自己株式の取得      

剰余金の配当    △519,195 △519,195

当期純利益    314,582 314,582

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 4,715 4,715 4,715 △204,613 △204,613

当期末残高 779,201 679,201 679,201 5,474,812 5,474,812
 

 

 
株主資本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △640,758 6,487,639 443,358 6,930,998

当期変動額     

新株の発行（新株予

約権の行使）
 9,431  9,431

自己株式の取得  －  －

剰余金の配当  △519,195  △519,195

当期純利益  314,582  314,582

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  133,229 133,229

当期変動額合計 － △195,182 133,229 △61,952

当期末残高 △640,758 6,292,457 576,588 6,869,045
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 
(2) その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 
２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

①　商品

先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

 
②　仕掛品

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

 
３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 ２～15年

工具、器具及び備品 ２～15年

車両運搬具 ２～６年
 

 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウエアについては、自社利用のものは社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しておりま

す。

 
(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

 

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 
(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

①　商品の販売

商品の販売には、医療記事の制作や自動精算機等の販売が含まれます。原則として商品の引渡時点にて顧客が

当該商品に対する支配を獲得することにより、履行義務が充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しており

ます。

また、商品の販売から生じる収益について、取引価格は顧客との契約に基づき算定しております。なお、取引

の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

 
②　サービスの提供

サービスの提供には、サーバーの運用・管理・保守サービスが含まれます。

このようなサービスの提供については、履行義務が一定の期間において充足される場合には、履行義務が提供

される期間にわたって収益を認識しております。

取引価格は顧客との契約に基づき算定しております。また、サービスの提供に対する対価は、契約における履

行義務を充足するにつれて、受領しております。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以

内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

 
(重要な会計上の見積り)

会計上の見積りにより当事業年度の財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度の財務諸表に重要な

影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

 
１．貸倒引当金

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(千円)

 前事業年度 当事業年度

貸倒引当金(流動) △56,589 △28,584
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(重要な会計方針)」の「４．引当金の計上基準」の「(1) 貸倒引当金」

に記載しております。

 
②　主要な仮定

一般債権については貸倒実績率により貸倒引当金を計上しており、貸倒実績率は売掛金の経過月数と過去の貸

倒実績をもとに計算しております。これは、将来の貸倒損失は過去の貸倒実績に近似するという仮定に基づいて

おります。

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 
③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

経済環境や取引先の経営環境の急激な悪化などに起因し、貸倒実績率を超える債権の貸し倒れや回収遅延が生

じた場合、翌事業年度の貸倒引当金の計上金額に影響を及ぼす可能性があります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＧＥＮＯＶＡ(E38215)

有価証券報告書

121/136



 

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

(貸借対照表関係)

　１　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行(前事業年度は５行)と当座貸越契約を締結し

ております。事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

当座貸越極度額 1,300,000千円 800,000千円

借入実行残高 － － 

差引額 1,300,000 800,000 
 

 

※２　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

短期金銭債権 4,647千円 5,940千円

長期金銭債権 － 1,204,090 

短期金銭債務 93,191 33,918 

長期金銭債務 － 6,397 
 

 
　３　偶発債務

　　　以下の関係会社の特定の仕入先に対する債務に対し債務保証を行っております。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

株式会社モリタ －千円 30,000千円

株式会社タカラベルモント － 150,000 

カポプランメカジャパン株式会社 － 60,000 
 

 
(損益計算書関係)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度15.3％、当事業年度15.0％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は前事業年度84.7％、当事業年度85.0％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

給料及び手当 2,035,301千円 2,115,713千円

販売促進費 748,893 738,766 

減価償却費 72,198 80,332 

貸倒引当金繰入額 45,359 △12,909 

賞与引当金繰入額 － 13,000 
 

 

※２　関係会社との取引高

 

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

営業取引による取引高     

売上高 4,421千円 6,254千円

仕入高 415,671 467,341 

その他 453,750 458,422 

営業取引以外の取引高 5,171 21,431 
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(有価証券関係)

前事業年度(2025年３月31日)

関係会社株式(貸借対照表計上額は7,500千円)及び関係会社出資金(貸借対照表計上額は2,792千円)は、市場価格の

ない株式等のため、関係会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。

 
当事業年度(2026年３月31日)

関係会社株式(貸借対照表計上額は57,500千円)及び関係会社出資金(貸借対照表計上額は2,792千円)は、市場価格の

ない株式等のため、関係会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)  
当事業年度

(2026年３月31日)

繰延税金資産      

貸倒引当金 17,327千円  9,009千円

賞与引当金 －  4,097 

未払金 －  10,216 

未払事業所税 1,951  1,936 

未払事業税 21,897  △678 

減価償却超過額 56,716  60,049 

敷金 26,931  34,755 

株式報酬費用 89,576  106,622 

ソフトウエア －  3,813 

資産除去債務 1,079  － 

その他 3,393  8,091 

繰延税金資産小計 218,873  237,914 

評価性引当額 －  △49,763 

繰延税金資産合計 218,873  188,151 

繰延税金負債      

資産除去債務 △360  － 

その他 －  － 

繰延税金負債計 △360  － 

繰延税金資産の純額 218,512  188,151 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)  
当事業年度

(2026年３月31日)

法定実効税率

法定実効税率と税効果会計
適用後の法人税等の負担率
との間の差異が法定実効税
率の100分の５以下であるた
め注記を省略しておりま
す。

 30.6 ％

(調整)    

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.6  

住民税均等割  2.0  

役員給与損金不算入額  0.1  

評価性引当額の増減  5.0  

株式報酬費用  4.3  

税率変更による影響  △1.2  

その他  1.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率    43.5  
 

 

(収益認識関係)

収益を理解するための基礎となる情報

「注記事項(重要な会計方針)　５．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略し

ています。

 
(重要な後発事象)

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略し

ております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

建物附属設備 212,203 28,926 30,516 210,613 113,161 33,302 97,451

車両運搬具 9,896 － 9,896 － － 773 －

工具、器具及び備品 210,187 51,340 5,320 256,207 163,760 43,781 92,447

リース資産 30,065 － 19,202 10,863 3,077 2,172 7,785

有形固定資産計 462,353 80,266 64,936 477,683 279,999 80,030 197,683

無形固定資産        

ソフトウエア 7,610 － － 7,610 6,963 1,310 647

無形固定資産計 7,610 － － 7,610 6,963 1,310 647
 

(注１)　建物附属設備の主な増加は、札幌支店の設備工事14,283千円及び名古屋支店の設備工事9,832千円　

　　　　であります。

(注２)　工具、器具及び備品の主な増加は、社員用PC購入37,021千円及び支店備品購入11,400千円であります。

 
【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 56,589 28,584 56,589 28,584

賞与引当金 － 13,000 － 13,000
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年４月１日から翌年３月３１日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 毎事業年度末日

剰余金の配当の基準日
毎年９月30日
毎年３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸ノ内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸ノ内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告です。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載しておこないます。
公告掲載URL：https://www.genova.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない

旨、定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第20期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)　2025年６月23日　関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月23日　関東財務局長に提出。

 

(3) 半期報告書及び確認書

(第21期中)(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)　2025年11月13日　関東財務局長に提出。

 

(4) 臨時報告書

2025年５月１日　関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書であ

ります。

2025年６月26日　関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ

く臨時報告書であります。

2026年５月15日　関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＧＥＮＯＶＡ(E38215)

有価証券報告書

127/136



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2026年６月22日

株式会社ＧＥＮＯＶＡ

取締役会　御中

 
太陽有限責任監査法人

 

大阪事務所
 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社員
 公認会計士 上　　西　　貴　　之  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社員
 公認会計士 山　　内　　紀　　彰  

 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＧＥＮＯＶＡの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ＧＥＮＯＶＡ及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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株式会社ASANOの事業譲受に係る会計処理

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】（企業結合等関係）に記載のとおり、
2025年７月１日付で連結子会社である株式会社ASANOが
株式会社ADI.Gより歯科医療用器械・器材・材料・薬品
等の開発、販売等の事業を譲り受けている。
会社は、企業結合日時点の時価を基礎として識別可能
な資産及び負債に対して取得原価を配分し、取得原価と
識別可能な資産及び負債に配分された純額との差額をの
れんとして計上している。その結果、のれんを
1,089,855千円計上している。
当連結会計年度末において、企業結合日における識別
可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であ
り、取得原価の配分が完了していないため、その時点で
入手可能な合理的な情報に基づき暫定的な会計処理を
行っている。
取得価額は、当該事業の事業計画を基礎として算定さ
れた事業価値を踏まえ、交渉のうえ決定されており、事
業価値の算定には外部の専門家を利用している。
事業譲受取引は経常的に生じる取引ではなく、複雑な
検討や専門的な知識が必要となる。また、事業価値の算
定に当たって利用される事業計画には過去の実績等に基
づく見積り販売単価、見込み受注数等の主要な仮定が含
まれ、これらには不確実性を伴い経営者による判断が必
要となる。
以上より、当監査法人は、株式会社ASANOの事業譲受
に係る会計処理を監査上の主要な検討事項に該当すると
判断した。

   当監査法人は、株式会社ASANOの事業譲受に係る会計処
理を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施し
た。
・　事業譲受の目的や譲り受けた事業内容を理解するた
めに、経営者に質問するとともに、取締役会資料や契
約書等の関連資料を閲覧した。

・　経営者が利用した外部専門家の適性、能力及び客観
性に関する評価を実施した。

・　当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関
与させ、会社が外部専門家を利用して行った事業価値
算定における評価技法や割引率の妥当性を評価した。

・　事業価値の算定に当たって利用された事業計画に含
まれる主要な仮定の適切性を評価するため、その予測
根拠について経営者等に対して質問するとともに、過
去の実績等に基づく見積り販売単価、見込み受注数に
ついて過年度実績との比較を実施した。

 

 
 
株式会社GENOVAの売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(収益認識関係)に記載のとおり、会社の
当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上
高11,565,971千円のうち、一時点で移転される財又は
サービスが9,763,012千円と84%を占めており、その大部
分が株式会社GENOVAの売上高である。
一時点で移転される財又はサービスは、医療記事の制
作や自動精算機等の商品の販売であり、会社は、原則と
して商品の引渡時点にて顧客が当該商品に対する支配を
獲得することにより、履行義務が充足されると判断し、
引渡時点で収益を認識している。
会社の期末月の売上高は他の月に比べて多くなる傾向
にあるため、売上高の期間帰属に誤りが生じた場合に
は、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があり、
期末月の売上高の期間帰属については、監査上の重要度
が相対的に高いと考えられる。
以上より、当監査法人は、株式会社GENOVAの売上高の
期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項に該当する
と判断した。

当監査法人は、株式会社GENOVAの売上高の期間帰属の
適切性を検討するに当たり、主に以下の監査手続を実施
した。
（１）内部統制の評価
・　売上高の期間帰属の適切性に関連する内部統制の整
備及び運用状況を評価した。

 （２）売上高の期間帰属の適切性の検討
・　期末月の売上高のうち、一定の基準により抽出した
売上取引について、顧客から入手した完了確認書、納
品確認書等の関連証憑と売上計上日が整合しているこ
とを確かめた。また、Webサイトを閲覧し、制作された
医療記事が期末日までに公開されていることを確かめ
た。

・　翌連結会計年度の売上高の修正について、当連結会
計年度の売上高の修正として処理すべき取引の有無を
検討した。
 

 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

   監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＧＥＮＯＶＡの2026

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ＧＥＮＯＶＡが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の

状況】に記載されている。
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利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以　上

 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年６月22日

株式会社ＧＥＮＯＶＡ

取締役会　御中

 
太陽有限責任監査法人

 

大阪事務所
 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社員
 公認会計士 上　　西　　貴　　之  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社員
 公認会計士 山　　内　　紀　　彰  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＧＥＮＯＶＡの2025年４月１日から2026年３月31日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ＧＥＮＯＶＡの2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
売上高の期間帰属の適切性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(株式会社GENOVAの売上高の期間帰属の適切

性)と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

   監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
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行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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